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平成１８年第２回訓子府町議会定例会会議録 
 

 

○議事日程(第１日目) 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

○議長（柴田喜八君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから、平成１８年第２回訓子府町議会定例会を開催いたします。 

 本日の出欠を報告いたします。本日は、全議員の出席であります。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（柴田喜八君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりであります。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（柴田喜八君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（小野良次君） 本定例会の説明員並びに閉会中の動向につきましては、

印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、本定例会に町長から提出されております案件につきましては、議案が８件でござ

います。その他、報告２件のほか、議員の派遣があります。 

 以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（柴田喜八君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、１２番、小林一

甫君、１３番、渡邉易右エ門君、１４番、橋本憲治、１番、田中與士信君を指名いたしま

す。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（柴田喜八君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月２２日までの３日間といたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は３日間と決定いたしました。 

 なお、今日は幸いに外気温が上昇しております。この議場内の温度も上がってきますの

で、上着を脱ぐことを許可いたします。どうぞ、説明員の方も遠慮なさらず上着を脱いで

ください。 

 

    ◎行政報告 

○議長（柴田喜八君） 日程第３、深見町長から行政報告がありますので、この際発言を

許します。 
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 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま、お許しをいただきました行政報告に先立ちまして、本

定例会招集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、平成１８年第２回定例町議会をご召集申し上げましたところ、全員の出席をいた

だき厚くお礼申し上げます。 

 さて、本定例会に提案しております概要を述べまして、議員各位のご理解を賜りたいと

存じます。 

 最初に、平成１８年度各会計補正予算案についてでありますが、一般会計におきまして

は、６，１８６万２，０００円の追加補正を提案させていただきます。 

 その主なものといたしまして、民生費は、児童手当の制度改正に伴う事務処理システム

開発業務委託料や小学校終了前特例給付費などの追加を。 

 農林水産業費では、農地・水・農村環境保全向上活動モデル支援事業負担金などの追加

を。 

 土木費では、公用車の交通事故に伴う賠償金などの追加を。 

 教育費では、訓子府小学校食堂アスベスト除去工事請負費や訓子府中学校教員用パソコ

ン購入費などの追加を提案させていただいております。 

 老人保健特別会計では、一般会計操出金及び社会保険診療報酬支払基金への医療費交付

金等返還金８２８万９，０００円の追加補正を提案させていただいております。 

 条例の制定では、「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」の制定につ

いて提案させていただいております。 

 また、５月２９日に指名競争入札を執行した「各小学校教育用コンピュータ整備事業」

について、財産の取得のご同意をいただく議案を提案させていただきました。 

 さらに、行政報告いたします公用車の交通事故に伴う「損害賠償の額の決定」について

ご審議いただくほか、市町村合併に伴い「北網広域圏組合規約の一部を変更する規約」及

び「網走地方教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更」

について、収入役の設置規定をゆるやかにする「北海道市町村総合事務組合規約の変更」

について提案させていただきました。 

 また、「訓子府町土地開発公社の平成１７年度経営状況等」について報告いたしますので

よろしくお願いいたします。 

 なお、過日指名競争入札を執行し仮契約を結んでいます「末広団地公営住宅新築工事」

及び「相内線交通安全施設整備工事第１工区」の請負契約締結について、同意をいただく

議案を追加提案させていただきます。 

 詳細につきましては、助役あるいは担当課長から説明させますので、ご審議を賜ります

ようお願いを申し上げまして、本定例会招集のご挨拶といたします。 

 引き続きまして、お手元に配付させていただいております行政報告を申し上げます。 

 はじめに、町営牧場の一斉入牧についてご報告申し上げます。 

 本年度の一斉入牧は、農協、共済組合、普及センターのご指導、ご協力をいただき、５

月２２日と２３日に実施いたしました。その後、２６日に追加入牧があり、入牧頭数は５

４８頭でございました。 

 昨年度と比較しますと、一斉入牧の頭数はほぼ同じですが、昨年度は天候の関係から６
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月入牧が相当数あったことから、現在のところ約１２０頭の減となっております。 

 要因といたしましては、厳しい生乳需給環境の中、若齢牛の飼養頭数が減少したことや

妊娠牛の入牧を見合わせたことが考えられます。 

 今後も利用者の協力を得ながら頭数確保に努めますとともに、関係機関、団体のご指導、

ご協力をいただきながら、１０月の一斉退牧の日を無事迎えられるよう一層努力してまい

ります。 

 次に、公用車の交通事故についてご報告いたします。 

 去る５月２日、午後２時１５分頃、国道３９号線の網走市大曲１丁目付近を町職員が公

務で公用車を網走市街方向に向け運転中、助手席の書類に気を取られ、わき見運転により

対向車線側の横断歩道用手押し式の信号柱に衝突し、信号柱及び信号機を破損させる物損

事故を起こしました。 

 この事故によって公用車は前部を大破しましたが、幸いにして運転者にはケガはありま

せんでした。また、後部座席の同乗者はシートベルトによると思われる軽微な打ち身程度

で済み、大事に至りませんでした。 

 なお、破損した公用車及び信号設備は町村有自動車損害共済保険の対象となりますが、

公用車は全損に近いため、廃車処分として代替車両を予定しているところです。 

 公務におきまして交通事故の当事者となり、公用車及び信号機の破損に至ったことは誠

に遺憾なことであり、議員の皆様をはじめとして町民の皆様に心よりお詫びを申し上げま

す。 

 大変申し訳ありませんでした。 

 次に、本年５月１０日、公民館多目的ホールにおいて、網走開発建設部主催の道路計画

説明会が開催されましたので、その概要をご報告させていただきます。 

 今回の説明会につきましては、道路予備設計のための測量調査にあたり、現地立ち入り

の承諾を得る目的で開催されたものでありますが、町外者５名を含む５９名の参加があり

ました。 

 北海道横断自動車道網走線の北見・足寄間につきましては、抜本的見直しにより新直轄

方式で整備されることになっておりましたが、本年２月の国幹会議において、このうち北

見・小利別間２８キロメートルについては、緊急に整備すべき区間として位置づけされ、

さらに、北見・訓子府間１２キロメートルについては、測量調査・設計・用地取得等の手

続が完了した都度、可能な箇所から工事に着手していく予定とのことであります。 

なお、これら手続の期間としては、概ね１、２年が想定されており、今後、実施設計が

完了した後、改めて事業説明会が開催されるほか、用地取得後には工事説明会が開催され

る運びとなっております。 

 高速道路につきましては、全線が開通して、はじめてその効果が表れてくるものであり

ますが、将来的には農産物の輸送時間の短縮が図られることから、農業のまち「くんねっ

ぷ」の経済に大きく貢献するものと期待をしております。 

 また、本町におきましては、４月にふるさと銀河線が廃止になってしまいましたので、

町の将来を考えますと、この道路交通網の整備は極めて重要であるといえます。 

 今後、実施設計等をもとに具体的な線形やインターチェンジの位置などが示されること

になろうかと思いますが、北見・訓子府間の工事が１日も早く着工できるよう、また、北
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海道横断自動車道が１年でも早く全線開通するよう、引き続き関係自治体等と連携し、要

請活動を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、道教委の新たな「高校教育に関する指針」（素案）についてご報告いたします。 

 議員の皆様には、すでに新聞等でご承知かと思いますが、道教委は、昨年１２月、有識

者による「高校教育推進検討会議」からの答申をもとに、本年２月に平成２０年度以降に

おける高校教育の基本的なあり方などについてまとめた新たな「高校教育に関する指針」

（素案）を発表いたしました。 

 この素案に示されている、特に「高校配置の基本的な考え方」として、学級定員は４０

人で全日制課程の場合「１学年４から８学級を適性規模とし、１学年３学級以下は、原則

として近隣高校との再編整備による学校規模の適正化を図る」、また訓子府高校が該当する

「１学年２学級以下の高校は再編整備することとし、地域の要望に応じ市町村への移管を

検討する。なお、地理的状況や生徒の実態などを考慮し、地域のキャンパス校化を検討す

る」、さらに「１学年２学級以下であっても５月１日現在の第１学年全体の在籍者が２学級

で４０人以下、１学級で２０人未満となった場合は市町村移管を含めて再編整備する」と

いう、非常に厳しい内容になっております。 

 なお、この素案により、４月１８日、道教委主催で開催された網走中学区の「意見を聞

く会」では、各市町首長や高校教育関係者、保護者代表から「一画的な数合わせの再編は

やめるべき」とか、「町の活性化が失われる」、「小規模校だからこそ、きめ細やかな指導が

できる」、「通学が困難」など、厳しい意見等が出されたところであります。 

 私からも「地元中学生の進学先の選択肢が減ること、また、教育を受ける機会均等・町

の活性化の面からも大きな問題がある」、また「この生徒数の減少をプラス思考として考え、

将来の北海道教育を展望した学級定員の見直しなど、前向きな施策の展開を考えるべき」

などの意見を述べさせていただいたところであります。 

 いずれにいたしましても、道教委は全道各地で開催した「意見を聞く会」で出された意

見等を踏まえ、指針案を策定し、道議会との協議や再度、地域の意見を聞く機会を設けな

がら、本年度中に最終的な指針を策定し、平成２０年度からスタートさせようとしていま

す。さらに、この指針に基づく、平成２０年度から３ヵ年間における再編整備等の具体的

な対象学校名をこの９月にも示すとの情報もあります。 

 このようなことから、５月１日に町内の支援組織である「訓子府高等学校教育振興会議」

を開催し、指針の内容を説明させていただき、今後の必要な取り組みなどについて協議し、

町全体で訓子府高校の存続に向け積極的に対応していくことを確認しているところであり

ます。 

 また、６月７日には網走中学区１市５町の首長・教育長等による道教委要望を実施した

ところであります。さらに、訓子府高校ＰＴＡ・体育文化後援会が主体となり、生徒から

標語を募集しての看板の設置やＰＲポスターの作成など、学校存続に向けた自主的な取り

組みも予定されているところであります。 

 いずれにいたしましても、特に訓子府高校の場合、北見市に近く通学可能地であること、

地元中学校からの進学率が低いこと、また、本町を含め網走中学区全体の生徒数が今後も

減少傾向にあることなど、非常に厳しい諸情勢下にありますが、高校における特に進路指

導強化策などの積極的な対応による魅力ある学校づくりと合わせ、町といたしましても要
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望の強い支援策の継続なども視野に入れながら、「わが町の高校」として、存続に向け、町

ぐるみで必要な対応策を講じていくことが大切かと考えております。 

 なお、道教委は昨日、１９日でございますが、この「素案」を「案」としてまとめた旨、

新聞報道等があり、本日朝届いた「案」の内容を確認したところ、今回行政報告させてい

ただいた基本的な考え方等について大きな変更等はないことを確認しております。 

また、平成１９年度の適正配置計画案につきましても、当初どおりこの網走中学区は間

口減等はなく、現状維持であることを申し添えさせていただきます。 

 以上、高校教育に関わる現在の状況等について行政報告させていただきましたので、議

員の皆様の特段のご理解とご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 次に、北海道ちほく高原鉄道株式会社の解散等について報告をさせていただきます。 

 本年６月４日、北見市民会館において、北海道ちほく高原鉄道株式会社の取締役会が開

催され、定時株主総会の招集や第１８期営業報告書等の承認のほか、会社の解散とこれに

伴う定款の改正と清算人候補者の選任等について決定しましたので、その主な内容につい

て報告させていただきます。 

 まず、定時株主総会の招集につきましては、６月２４日、午後１時３０分から北見市内

のビッツアークホテルで開催することを決定いたしました。 

 議案としましては、第１８期の財務諸表関係のほか、会社の解散について提案されます。

また、これに伴う定款の改正や清算人及び監査役の選任など７件の議案と第１８期営業報

告の報告１件についても提案されることになっております。 

 次に、財務諸表等の営業報告書についてでありますが、経営損失では過去最低を記録と

した昨年度を４，９００万円下回る２億８，５５７万円の計上となっており、これは予防

的な修繕を控えるなど営業費用を最小限にとどめたほか、記念乗車の増加により運輸収入

が前年度より４，５００万円ほど伸びたことによるものであります。 

 次に、北海道ちほく高原鉄道株式会社の解散とこれに伴う定款の改正等についてであり

ますが、会社の解散につきましては、６月２４日の第１８回定時株主総会の議決をもって

解散が決定されるものであり、解散後の清算会社に清算人会を設置することになりますの

で、これに係る規定を追加するほか、株主の議決権の代理行使を株主に限定する規定を定

款に追加することとしております。 

 このほか、取締役会では会社解散後の清算人候補者の選任を行いましたが、清算業務に

ついては、専門知識が必要であることから会社の顧問弁護士である伊藤先生に加え、北見

商工会議所の長谷川副会頭、日本公認会計士協会北海道会の山崎相談役に就任いただくほ

か、北海道の新幹線・交通企画局長と１市６町の首長の、合わせて１１名を清算人候補者

として決定いたしました。 

 また、監査役については、日本公認会計士協会北海道会の前田副会長と小作税理士の２

名を候補者とすることに決定しております。 

 今後の会社清算に伴う鉄道施設の撤去や土地などの資産処分の扱いにつきましては、清

算人会において決定していくことになりますが、一般株主の利害関係にも配慮しながら適

切に進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ただいまの行政報告に対して、若干の時間、質疑することを許し
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ます。質疑は、１人２回に制限いたします。どうぞ。 

 １１番、佐藤静基君。 

○１１番（佐藤静基君） ２点目の公用車の交通事故の件について、ただいまの報告の中

で、現車を廃車として代車を用意するようなことがありましたけれども、この際、必要が

あって置いている車ですから置くということから離れて、できればそのまま公用車を減ら

すようなことは不可能なのか、その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま行政報告のうち、交通事故の関係で公用車をこの際減

車してはどうかというご意見をいただきました。 

確かに、いろいろと行政改革を進めている中で、そのような考え方もあろうかと思いま

すが、現在公用車の台数は町長公用車を廃止したことなどによりまして、十分な公用車で

はないということもございます。そのようなことから、最近の公務による出張等も公用車

を使っての出張が多くなってきておりまして、不足するということも含めて、今回なるべ

く安い車を用意して対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 １４番、橋本憲治君。 

○１４番（橋本憲治君） １点目の町営牧場の関係について、お伺いをしたいと思います。 

昨年から見たら１２０頭の減少ということで、この減少が引き続き続くということにな

れば、最低維持頭数はどのぐらいになれば合併とか、縮小、合わせて維持管理を含めて、

各団体に移行していくという考え方を持っているのかをお伺いをしたいと思います。 

それから北海道横断自動車道の関係なのですけれども、ふるさと銀河線がなくなりまし

て、大量輸送コスト軽減を考えますと、ぜひ、重要な路線になってくるのかなという認識

をしておりますけれども、ぜひ、今回調査で土地所有者によって図案は変わってくると思

いますけれども、ぜひ、議会に図案の提示をお願いをしておきます。 

それから２つ目に、取り付け道路の関係なのですけれども、進入と出口のインターチェ

ンジができると思いますけれども、それがこの本町の意見等などを参考にしていただける

のかいただけないのか、その点もお伺いをしたいと思います。 

それから４番目の道教委の高校の教育に関する指針なのですけれども、訓子府当町が危

機的整備再編成になっていかざるを得ないなという年度がわかればお示しをお願いをした

いと思います。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） １点目の町営牧場の件でございますけども、これにつき

ましては、本年度は昨年度に比べて１００頭以上減少しているということで、この要因に

ついては分析いたしましたけども、これについてはやっぱり生乳環境の厳しさというのが

かなりあるのかなと。 

１つは、若齢牛が昨年に比べて３０頭程度減っていると。 

それと加えまして、妊娠牛の入れ控えと。腹が比較的近いものについての入れ控えがあ

ったと。これの要因は、やっぱり生乳環境の厳しさに加えて、去年２番草がかなり取れた
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ということもありまして、餌がある上でという傾向だと思います。これについては本町だ

けではなくて、隔離しましたけれど北見市本沢、置戸、この３牧場合わせまして約３００

頭程度今年は減っているというようなことでございます。これについては、どうにか生乳

環境が改善されれば、戸数で言えばほとんど去年と変わっていません。去年４５戸に対し

て今年４４戸ということで変わっていませんので、どうにか戻ってくるということは期待

してございますけども、いろいろ町営牧場についてはうちだけではなくて、置戸、あと北

見市本沢含めて、今いろいろ今後についてちょっと調査をしているところです。これにつ

いては来月各牧場を相互に訪問してあっていろんな改善点ですとか、そういうことも探っ

ていこうという動きは別に、今回の頭数減とは別に考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） ただいま高速道路の関係でご質問がございました。 

まず、今後の調査によって、その内容について議会で示していただけるかということで

ございますが、これにつきましては事業主体が開発局でございますので、その辺について

は開発局と協議いたしまして、示せるものについては示していくようなことで考えたいと

思います。 

それとインターチェンジの本町の意見等について申し入れることができるかという質問

でございますが、これについても協議させていただきまして、まだ具体的には示されてい

ませんが、今後、今調査設計進めている段階でございます。協議をさせていただくような

ことで、開発局にもこの辺について申し入れをしたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 高校問題に関しまして、訓子府高校の考えられる再編整備等に

ついてのお伺いだったと思いますが、先ほど町長の行政報告の中にございましたように、

一応この今現在、昨日道教委が発表したのが指針案でございまして、今後また地域との意

見、また道議会との調整等を終えて、８月頃にこの指針を決定したいということでござい

ます。 

それで今の情報によりますと、大体９月中には平成２０年度から２２年度までの３ヵ年

の一応その再編整備の対象校と言いますか、それが出されるというふうなことで伺ってお

ります。いずれにしましても、それに乗らない対応をぜひ今後していきたいなというふう

に考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） ほかに。 

 ４番、山本朝英君。 

○４番（山本朝英君） ２点ほどちょっと伺いをしたいのですが、まず２番目の公用車の

関係なのですが、追加の予算の中で２２５万円ぐらい、これを組んでいるわけですけれど

も、現在何台ぐらいあるのかということが１つと。 

それから町長の公用車も減らしていますから、少なくなったということで十分わかるの

ですけれども、そのほかに何か知恵を出して、個人の借り上げるとか、何か方法、コスト

下げるための対策も考えた上なのかどうか。まず、その点を１点伺いたい。 
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それから２点目の横断自動車道の関係なのですけれども、これ確か当初の計画ごろから

国道とつなぐというような話も聞いていたような気がするのです。訓子府のインターを使

って、留辺蘂の国道からつなぐというような話を聞いていたのですが、このことに対して

具体的にそういった話をした経過があるのか、あるいはないとしても、そういう話が聞い

た覚えがあるのですが、そのときに町としてどの線をどういう方法でというようなことを

考えた経過もあるのか、含めて伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 施設車両課長。 

○施設車両課長（小田藤夫君） 現在、公用車ということで、台数でございますけれども、

台数そのものは土木車両・衛生車両・一般車両・各課車両ということで、バス管理外車両

ということで振り分けはされておりますけれども、一般車両につきましては現在１２台と

今１台が破損したということでございまして、これらにつきましては職員全員が出張時、

それから町内町外問わず必要な時間を借りて、１２台を常に回して使っているという状況

でございますので、町長公用車も廃止したということからいって、かなり使いたいときに

使えないということがかなり今困っている状況でございますので、今廃車ということのそ

の代替車両を確保したいという考えでございます。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） 公用車の関係で、今回の補充に関係して個人の車の借り上げ等

を検討した経緯はあるかというご質問かと思いますが、過去に個人の車を借り上げて出張

するという策を講じたことは過去にございます。ただ、議員のご承知のように、最近経費

節減という意味からこの北見ブロックの出張については旅費を支給しない。それから北見

ブロック以外のところについては、日当半額にする等々の旅費の支給に関して制限をして

ございます。そういうようなことから、個人の車を繰り上げて実施するということになり

ますと、旅費を今度またどうするのかという問題も出てまいりますし、もし事故が起きた

場合にその補償をどうするかという問題等々もございますので、この際、今回予算を計上

させていただきましたけれども、先ほどの佐藤議員のときにもご答弁申し上げましたよう

に、少しでも安い車、頭の中には中古車も含めて、今後検討してまいりたいというふうに

考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 北海道横断自動車道のインターチェンジと国道をつなぐ

関係のお尋ねをいただきました。 

今まで各種要望活動をやってきたところですけれども、その中で開発建設部のほうから

具体的にそうした協議というのがございませんでした。基本的には、今ある道道がどうし

てもやっぱり国道とのつなぐ手法の一つになるのかなということは想定できますけども、

具体的な協議はなかったということでご理解をいただければと思います。 

○議長（柴田喜八君） ４番、山本朝英君。 

○４番（山本朝英君） まず、車両の関係なのですが、１２台というのはその破損した車

を入れてですか抜いてですか。ちょっと聞き漏らしたのかな。そこをもうちょっと詳しく

お聞かせをいただきたい。 

それから国道と高規格道路の関係なのですが、まだそういう具体化していないという部

分もたぶんあるのだと思います。だとすると、そういう当初の話もあったという経過から
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考えると、やはり相内から訓子府へ向けての国道１本インターに向けて走るということだ

けでも、町の負担等々、将来考えると非常に便利かつ有効に動けるというような問題もあ

りますので、ぜひ執行部で検討して、要請も含めて考えるべきだと思っておりますので、

何か意見があればお聞かせいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 施設車両課長。 

○施設車両課長（小田藤夫君） 先ほどの答弁の中で１２台ということで、一般車両でご

ざいますけれども、答弁いたしましたけれども、この１２台の中には破損した車も入って

いると。 

それから一般貸付という、職員貸付になるのですけども、その中にマイクロバス、それ

から小型ダンプですか、そのよう部類も入っておりまして、実際にはまだ乗用タイプとい

うのはかなり７台、８台、そういうことになりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま２点目にお尋ねいただきました、いわゆる国道

昇格の関係になろうかと思いますけれども、今全国的な状況を見ていますと、例えば道州

制の関係でもよく新聞等に出ておりますように、例えば国道の３桁の分については、道の

管理だというような動きもございまして、非常に厳しい状況にあろうかと思いますけれど

も、議員からご意見いただきましたことにつきましては、機会がありましたら国道昇格に

向けた要請もしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（柴田喜八君） ６番、大坪勝廣君。 

○６番（大坪勝廣君） まず、１点目の牧場の関係でございますけれども、これは今年は

１２０頭減、これはやむを得ないのかなと思います。 

馬のほうはどうなっているのか、これから時期が過ぎて馬も入るのかどうか。昨年は馬

確か入ったかどうかちょっと記憶ないのですけれども、どういう計画になっていますか。 

それから２点目の公用車の関係でありますけれども、これはどこの課の車であったのか。

それと年式、あるいは残存価格等についてどの程度の車両だったのか、そこら辺少し詳し

く大きな事故ですから、詳しく説明いただきたいと思います。 

これ同乗者がいたということで、お話によりますと町長が乗っていたと。本人ですから

１番よくわかると思うのですけれども、どの程度の打撲、病院に行って診察を受けられた

と思いますけれども、状況等、町長自らが詳しく説明してもらうとわかりやすいかなと思

います。なお、運転者に対する行政処分はどうなったのか、そこら辺もお聞きしたいと思

います。 

それから、ただいま山本議員のほうから横断道の関係でいろいろ質疑ございました。 

この機会に、開発局のほうからお話あるいは説明があれば、その町の要望も出したいと

いうことのようでありますけれども、当然、開発局はそういうように町当局にはインター

をどこにするとか、そういう話ではかならず出てくると思います。一般的に、末広付近が

インターチェンジなるのかなと思いますけれども、あの辺を使うということになれば、で

きればその末広線を道道に何とかならないかと、町の中まで。そういった交渉できないの

かなという感じもするわけです。訓子府は残念ながら国道を１本も走っていません。この

機会に、いわゆる武部幹事長が今在任中にでも、一つ協力に町長のほうから話を進めても

らいたいものだな。時折、我々議員もそういう話をしております。できるだけ一つ訓子府
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に国道を１本通してもらいたい、この機会に、この機会ですから、そこら辺はどういう、

難しい問題でしょうか。お聞きしたいと思います。 

それから５点目の高原鉄道の関係、解散する会議がこの次持たれるわけであります。 

一般株主の株券なんかの話は、今まで話が出ていたのではないかと思うのですけれども、

今度２４日の会議にはおそらくその問題もたぶん出ると思いますが、担当の意向としては、

もし訓子府の担当が行ってお話する場合、その一般株主の株券をどうなるのだというよう

なことも詳しく聞いてもいただきたいし、それから従来そういう話が出てなかったのかど

うか、そこも含めてお伺いをしたいと思います。 

以上であります。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） １点目の町営牧場の馬の関係なのですけども、これにつ

きましては現在のところ今２７頭入ってございます。 

昨年につきましては、最終的に５０頭入っていますので減っておりますけども、これに

ついては町内１件大きい農業者の方が、今後市場ということでこれから買い付けて入れて

いただけるということなので、それに期待したいというふうに思っております。 

○議長（柴田喜八君） 施設車両課長。 

○施設車両課長（小田藤夫君） 公用車の事故についてでございますけれども、どこの課

というご質問でございますけれども、これらにつきましては一般車両として車両そのもの

が施設車両課で管理をしているところでございます。 

また、車両につきましては、平成１２年車でございまして、６年前の車になります。今

５月１日現在で、１０万２，６７６キロということでキロ数でございます。車につきまし

ては、トヨタのプリウスということでハイブリッド車でございます。破損状況ということ

で、ほぼ全損に近い状態でございます。価格につきましては、車両保険ということでその

ようなことで入るわけでございますけれども、その車両の残存価格ということは７０万円

でございまして、それ以上の保険は入れないということでございます。これで修理すると

いうことになると、それ以上にかかるということで大まかな見積もりでございますけども、

１５０万円程度きておりますので、ハイブリッド車ということから言いますと、コンピュ

ータ制御されておりますので、実際修理される方ともちょっと話した経緯はあるのですけ

れども、ノーマル車と違って修理をしてもコンピュータの塊ということで、正しく電気周

りが作動するかどうかということがちょっと疑問な点がございますので、その点を別の車

ということで慎重に考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） 総務課長。 

○総務課長（山田日出夫君） ただいまの公用車による交通事故に係わる職員の処分につ

いて、お尋ねがございましたのでお答えをしたいと思います。 

結論からまず申し上げますと、この職員については懲戒処分の戒告という処分を行いま

した。 

一般的に職員が交通事故を起こした場合、交通事故審査委員会という助役が会長の内部

の会議で処分の内容の答申を町長に対して行うわけですけども、このきまりに従いますと、

相手に与えた損害度によって、答申の内容が決まってきます。 
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この事故の場合、相手というのは網走警察署が管理しております信号機でございます。 

公用車は身内の話になりますので、この審査委員会の対象からちょっと外れるものです

から、処分につきましては総合的な見地から行わなければならないということがございま

すので、公用車の破損の部分、公用車の破損による公用車全体での運用に対する支障、ま

た、たまたまこの職員は管理職でございましたので、交通防止を率先しなければならない

等々立場がある等々のことを総合的に勘案しまして、審査委員会の答申を超えて懲戒処分

の戒告としたものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

罰金はございません。物損でございましたので。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 本件のこの事故で、車の後ろの座席に乗っていたのは私でござい

ますけれども、たまたま後部座席に座っていたのですけれども、シートベルトをしており

ましたので、その関係から被害は最小限度にとどめられたのかなというふうに思います。

事故後、救急車で運ばれまして厚生病院に３日ほど入院しておりましたけれども、なんと

か容体も持ち直しましたので、こちらに退院して帰ってまいりました。 

本当に大変な事故を起こしてしまいまして、私自身も本当に申し訳なく思っております

が、今後さらに職員に対しましても、一層油断のしない安全運転に努めるように努力をし

てまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 最後に、４点目にお尋ねをいただきました北海道ちほく

高原鉄道の株券の、一般株主の関係でございますけれども、従前、各首長を含め会社取締

役会の中でも話題として出ておりまして、その中では１株５万円ということで、一般の方

にご協力いただいていたと。そういった部分では、何とかこれについては保証しなければ

いけないのではないかということで、意見一致はしていたのですけれども、近年、顧問弁

護士を含めていろんな各種協議を進めております。その中では、今現在５万円の価値がご

ざいませんので、それを仮に５万円で会社が買い取るというようなことなりますと、それ

を良しとしない株主の方もやっぱり中にはいらっしゃるかと思います。そうなりますと、

「価値のないものに会社がお金を出すということは何事だ」と「まかりならん」というよ

うなお話もなりかねません。 

また、土地をはじめとする財産の処分の利益の配当の関係とか、いろんな問題が絡んで

おりまして、まだ具体的にどうするというような結論を出せる状況になってございません。

今後の清算人会の中で、いろんな債権債務の計算をしながら最終的な配当額というのが決

められるとか思いますけれども、各首長としては限りなく一般株主の方へついては株券の

５万円はなんとか戻したいという気持ちであることは間違いではないということで、ご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ３点目になろうかと思いますが、横断自動車道のインターのア

クセス道路の関係で、末広線にアクセスして、末広線を道道昇格させてはというご意見を

いただきました。 

このインターをどこにつなぐかということについては、まだ詳細に、具体的に決まった

わけではございませんで、一つの候補としては上がってくるだろうと思います。ただ我々、
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このアクセス道路の関係でいろいろ私が思うことでございますけれども、末広線に高速道

路から降りてくる車が通る、あるいは高速道路に乗ろうとする車が末広線を走るというこ

とになりますと、この末広線には小学校があり、その近くに中学校、幼稚園等々がござい

まして、子供がかなり通学路として、多くの子供が使っているというようなこともござい

ますから、交通安全という部分でどうなのかなという心配もございます。今後、開発局の

ほうから具体的なお話があった時点で、私どももその点についてはいろいろ検討いたしま

すし、議員さん方とも協議をしながら対応しまいりたいと存じますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（柴田喜八君） ６番、大坪勝廣君。 

○６番（大坪勝廣君） 高原鉄道のこの株の関係ですけれども、今説明があったように、

割戻しは求められないのではないかというようなことのようですけれども、できるだけ一

つ担当としては「いや、訓子府はそうでないよ」というぐらいのことを言ってもらいたい

なと思って、５万円ってはした金のように思っていますけれども、当時我々も大変だった、

求めるのに。ですから、丸々５万円と言わなくてもやはり目減りしているわけだから、そ

の分は仕方ないとしながらも、会社のその誠意を見せてもらいたい。ただ、赤字になった

から株は没収して終わり、こういうことにはならないと私は思います。 

それから今の町長から答弁いただきましたけれども、入院されて、これはやっぱり後遺

症というようなことも予想されるわけですから、せいぜい一つ体をお大事にしていただい

て、行政に活躍していただきたいなと思っております。結構、体が大きいだけにショック

かなり大きかったと思います。 

以上であります。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） １点目の株の取り扱いだけご回答させていただきたいと

思います。 

先ほどもお話しましたとおり、基本的には各沿線の首長ともご協力いただいた分につい

ては、何とかそのまま保証したいという考え方でおりますので、これからどういう手法が

取れるかも含めて、これから会社の方でまた検討されるかと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 １３番、渡邉易右エ門君。 

○１３番（渡邉易右エ門君） ５番目の高原鉄道の関係で、ちょっとお尋ねいたします。 

解散後は、清算人会に移行して２年ほどかけてというような財産処分等も検討するとい

うようなことでございますが、その間、この沿線の管理、環境保全、このようなことにつ

いてはどのようにやるのか、そのままほったらかしておくのか、その辺りちょっとお聞き

いたします。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ふるさと銀河線の跡地の管理の関係ですけれども、会社

の解散は株主総会の議決をもって決定となりますけれども、財産としてはそのまま会社で

保有していますので、当然これからたぶん２年以上は処分までかかると思いますけれども、

会社のほうで責任持ってやっていただかないと、ほかにやる権利も何もないわけですから、
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当然会社のほうにその旨申し入れをしていきたいと思っております。 

○議長（柴田喜八君） ５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） ５番目の今のちほく高原鉄道の関係なのですけども、今後、清算

人会に移行するということですから、その中で検討されるのだろうと思いますけども、現

在、駅舎がバスの待合所として利用されていると。当面、そういう形で進むだろうと思い

ますけども、この解散して清算人会議の中で、どう処分されるかわかりませんけども、そ

の後の処置というのはどういう具合に考えておられるのか、そうした場合に町としてその

駅舎の利用方法、それらも含めて今後どういう具合に考えているか、もし何かありました

らお伺いをしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま、ふるさと銀河線の跡地の利用の関係も含めて

お尋ねをいただいたところですけれども、おっしゃるとおり具体的な処分方法については、

これから清算人会のほうで決定されることになります。 

土地につきましては、会社のものでございますので、これから処分するとした場合には、

例えば町の施設が建っているところだとか、水道管で使っているところ、そういったとこ

ろについては、町のほうが優先して譲渡いただくような形になります。ただ、有償か無償

かということは、まだ何とも申し上げられない状況でございます。 

駅舎につきましては、基本的に町の建物ですから、町のほうで引き続き管理していくこ

とになります。活用方法としましては、今現在バスの待合室としても利用しておりますけ

れども、できればバスの利用者のサービス向上のために、あそこをもう少し利用できない

かという部分も含めて、今検討している最中でございます。具体的にまだ申し上げるとこ

ろまできていませんけれども、例えばあそこに商工会等が入っていただいて、バスの派遣

業務もやっていただけるようなこともできないのかどうか、これから検討もしていかなけ

ればならないのかなと思っております。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ２番、安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） ２番目の公用車の事故について、ちょっとお伺いをしますけども、

この事故を起こした運転された方、これは業務でもって出張ということで行ったわけなの

ですけど、それに町長が後ろに乗っていたということですので、これは公用車、町長専用

車がなくなったことで、こういうような業務体制をとっているのだと思うけども、運転さ

れていた職員に対して、また今後もそういうことがあるではないかと思いますけども、そ

の運転する側にして負担がないのか、あるとすれば今後考えるべきものでないか。 

それで我々もそうですけども、やっぱり上司が後ろに乗っているということになると大

変緊張するものなのです。それで次の仕事がやっぱり運転しながら考えるということにな

れば、こういった事故がこれからも出てこないとも限らない。そういうことを考えた場合

に、今後やっぱり改善するべきものは改善していかなかったら、今後何度かあるようなこ

ともできたということになると大変なことです。そういったことの考え方、ちょっと一般

質問的なことなりますけども、もしあれば聞かしていただきます。 

○議長（柴田喜八君） 総務課長。 

○総務課長（山田日出夫君） 大変不幸な残念な事故が起きてしまいました。 
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この原因は、今議員さんも心配されているように、公用車を廃止したことによるのでは

ないかというような考え方も一部にあるようですけども、町としましては、運転者が誰で

あっても一瞬の不注意によって起きた残念な事故だったと思っていますし、今後、このよ

うな事故が誰が運転しても起きないように、我々職員も運転する場合、注意していきたい

と思います。同乗者が町長だったから緊張したとかということは、そういうことないので

はないかなと。一生懸命運転していた一瞬の隙があったのかなと思っておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） ２番、安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） 再度質問申し上げますけど、町長が乗っていたからということに

ならないということもありますけども、これはやっぱり職員にしてみたら心理的に、これ

は専門医でないとわからないと思いますけども、北海道の交通の権威者の話あたりの今ま

で研修の中で聞いている中で、月居さんの話では、いわゆる運転者に対する威圧感だとか

いろいろな面に対しては、後ろ乗っている人、助手席に乗っている人、乗っている人によ

っては運転者がいろいろな面で刺激される。そういう面を考えた場合には、やっぱり運転

者は運転者として業務に遂行するためには、やっぱり運転者だけだと。それから、またそ

れに引き続き仕事だとかいろいろなことを考えた場合には、やっぱりこれ不可能と言わな

いけども、かなりの負担がかかる、そういうことを言われております。そういったことを

考えてみたら今後どうかなと。このように思いますので、一つ研究をしてください。 

○議長（柴田喜八君） 総務課長。 

○総務課長（山田日出夫君） 十分お話いただいたことは、今後、真面目に研究したいと

思います。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 ３番、渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） ４番目の道教委の高校教育に関する指針の素案についてですけど

も、先ほど報告の中では、町ぐるみによる支援対策を考えなければならないと。こういう

ことでありますけども、例えば地元の生徒数があまりその地元の高校に行かないと。こう

いうことも先ほど言われましたけども、隣の置戸町は何か聞くところによりますと、スク

ールバスを利用して通学に便宜を図っていると。こういう話を聞きましたので、我が町も

できることであれば、そういうことをとって最も利便性のいいスクールバスを利用して、

地元生徒を地元の高校になるべく入っていただくということになれば、間口減は当分は避

けられるのではないかと、こんなことを考えますので、ぜひそんなこともご検討いただき

たいというふうに思います。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいまお話ございました地元高校への地元中学卒業生の入学

の関係でございますが、ただいま渡邊議員さんが申し上げられたような原因よりも、大き

なやはり地元卒業生がほかの自分の将来的なこと等も考えたりなんかしまして、それぞれ

勉学のことでもそうでしょうし、部活動のことでもそうでしょうし、それぞれ自分の希望

する学校を選択すると、選択していくということになりますと、その交通の利便性だけを

確保することによって、その率が上がっていくかということになりますと、ちょっとそう

いうことにはなかなかなっていかないのかなと思っております。そういうようなことで、
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特にこれから今学校さんでも一所懸命がんばっていただいていますから、進路指導対策等

の強化等を含めて、学校とまた私どもと一体となって、この訓子府高校を守っていこうと

いうふうなことで運動を展開していきたいなというふうに考えておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） ３番、渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） 今教育長の言われた、そのそういうその一面もある。しかし、ま

た私の言っている、例えば、中学校卒業生が現在のところ５０人、６０人がいるわけです

から、その人が全部地元の高校に入らないにしても、私の言うのは、隣町をあげてその通

学の利便性を考えてスクールバスに乗せていると。こういうことについて、検討してはど

うかということについて教育長はどう考えているかと。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 通学の便、町内における通学の便を考慮して、訓子府高校にな

かなか入れないというふうな問題があるとしましたら、そこら辺は十分、今後考えていき

たいなと思っております。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 以上をもって行政報告を終了いたします。 

 ここで午前１１時１５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 

    ◎議案第３６号、議案第３７号 

○議長（柴田喜八君） この際、日程第４、議案第３６号、日程第５、議案第３７号は関

連する議案なので、一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。議案第３６号から順次願います。 

 助役。 

○助役（宮川伊三男君） 議案書１ページになります。 

議案第３６号 平成１８年度訓子府町一般会計補正予算（第１号）のご説明を申し上げ

ます。 

 今回の補正は第１条にありますように、６，１８６万２，０００円を追加し、歳入歳出

それぞれ４４億２，３１６万２，０００円とするものでございます。 

 また、第２条では、地方債の補正をご提案させていただいております。 

 ２ページは、歳入歳出の款項別の表でございますので、ご覧をいただきたいと存じます。 

 次、３ページは地方債の追加補正でありますが、昨年から濃度測定などを行いながら、

その対応を検討してまいりました訓子府小学校食堂のアスベスト除去工事を実施すること

とし、２，７５０万円を限度として追加計上したものでございます。 
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 次、４ページになります。４ページからは事項別明細になりますが、特に主なものだけ

ご説明をさせていただきます。 

（以下、事項別明細書説明、記載省略） 

 ８ページは、今回の補正を含めた地方債の調書でございまして、下から３段目が合計欄

でございます。この欄の一番右側にございます７４億３，６９０万４，０００円が平成１

８年度末の起債未償還元金の見込額となります。 

 以上が６，１８６万２，０００円を追加とする補正の主な内容でございます。ご審議、

ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 町民課長。 

○町民課長（山川栄二君） 議案書の９ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第３７号 平成１８年度訓子府町老人保健特別会計補正予算（第１号）について、

提案説明をさせていただきます。 

 第１条では、歳入歳出それぞれ８２８万９，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ８億５，２８８万９，０００円とするものでございます。 

 次に、１０ページは款項ごとの補正額を記載しておりますので、ご覧をいただくことと

いたしまして、その内容につきましては、１１ページ以下の事項別明細書によって説明を

させていただきます。 

（以下、事項別明細書説明、記載省略） 

 以上、平成１８年度老人保健特別会計の補正予算について、その提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） これより提案理由の説明が終わっております一括議題の議案第３

６号、議案第３７号の質疑に入ります。 

 一括議題の質疑にあたりましては、議事進行上、会議規則第５５条ただし書きを適用し、

議長が指定した議案ごとに１人につき２回まで質疑することを許します。 

 最初に、まず議案第３６号の質疑を許します。 

 ５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） ただいま説明が終わったところですけども、まず７ページの農業

基盤整備事業の関係で、６目の集落共同活動支援事業。これ西富地区と聞いているのです

けども、農地・水・農村環境保全向上活動モデル支援事業負担金。総事業費で５億３，４

４３万１，０００円、補正して５億３，５３０万５，０００円というこの事業なのですけ

ども、この中身はどういうことなのですか。ちょっと中身の説明をお願いしたいのです。 

それともう１点、一番下になりますけども、中学校費の中の３目、教育コンピュータ整

備事業の中で、備品購入で１６台、３７３万４，０００円。このほかプリンタ１台という

ことなのですけども、この１６台買うことということは、教員が１６人いるから１６台と

いうことで、１人１台ということですから１６台なのだろうと思うのですけども、先ほど

ちょっと説明の中で、個人情報の関係がちらっと出ていましたけども、この教職員という

のは転勤と言うか、異動と言うのですか、あるわけですけども、そういった場合にはこの

コンピュータは置いていくということなのですか。その移動する先生が、またそれを持っ

ていってしまうのですか、その辺ちょっとお伺いしたいと思いますけども。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 
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○農林商工課長（山内啓伸君） 農地・水・環境の関係なのですけども、まず事業費につ

きまして、先ほど項の合計がありましたけども、これにつきましては、この事業について

の合計金額事業費につきましては３４９万４，０００円ということでございます。 

この事業につきましては、品目横断の絡みで車の両輪と言われている環境もの。これは

正式には、平成１９年度から実施されるものですけども、それに先立ちまして平成１８年

度モデル地区ということで、全道でいきますと１５地区。網走管内で、本町含めまして２

地区。これが手をあげまして、先立って実施するというような形でございます。これにつ

いては、田・畑・草地といろいろ区分あるのですけども、西富地区は畑なのですけども、

畑につきましては反当たり１，２００円交付を受けるということで、この西富地区につい

ては２９１．２ヘクタールということで、１，２００円を掛けまして、３４９万４，００

０円ということで、その内訳として半分国費、４分の１道費、４分の１が町費と。その町

費の分を補正させていただいたということでございます。そして、これ大雑把に言います

と、要するに農業者以外の方も含めた中で地域の組織をつくりまして、地域の話し合いに

よって計画を樹立して、いわゆる農地・水・環境を保全する活動を実施すると。それに対

する補助金であるというような内容でございます。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） ７ページの中学校の教育用コンピュータの整備事業の関係で

ございますけども、転勤の場合に置いていくのかというご質問でございましたけども、現

在、教職員については私物のパソコンを使ってございまして、そのパソコンを学校に持っ

て来て、また、自宅で仕事する場合は自宅に持って帰るというようなことをしております

けども、そういうことで持ち帰りだとか、それから私用の管理という部分も含めて、今回

この整備をするということで進めておりますけども、それでこれはあくまでも町の備品と

いうことになりますので、転勤があった場合にも、これは学校の備品ということで置いて

行っていただくということで取り扱うことにしております。 

○議長（柴田喜八君） ５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） 今のそのパソコンの関係なのですけども、最近ずいぶんあちらこ

ちら新聞にぎわしたり、マスコミ関係でも報道されているのですけども、その個人情報の

流出というのが非常に最近多くなっていると。相当厳重に指導もされているのだろうと思

うのです。しかし、実際にはなかなかそれが守られていないと言うのか、先ほどの交通事

故ではないですけども、うっかりミスというようなこともあるのだろうと思うのです。こ

の管理、町のものですから管理はそれなりに厳重にされるのだろうと思うのですけども、

そういう個人情報流出防止するという面では非常に有効な形だと思うのですが、それでも

さらにやはり流出がないとは言えない。やはりそういう面では、今後ともそういうその個

人情報の流出に気を配っていただいて、こういうパソコンの利用をしていただきたいなと

思っているのですが、そういうその個人情報の管理については、どういう具合に今なされ

ているのですか。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 今現在のパソコンの情報の管理ですけども、これはもちろん

学校のほうに校長会・教頭会を通しまして、その個人情報の漏えいにつきましては、教職

員にご指導願うようにお話もしておりますし、昨年度、町のほうで訓子府町の情報セキュ
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リティーポリシーというものをつくりまして、これに基づきまして学校にも指導。この中

には取り扱いについての留意事項とも書いてございまして、それもやってございますし、

今回この導入にあたりましても、個別に教育委員会としてこの管理・利用にあたって要綱

を設けるということで、さらに細かい取り扱いの設定をしたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 １１番、佐藤静基君。 

○１１番（佐藤静基君） ３ページの小学校食堂のアスベストの除去事業について少し伺

いたいと思います。 

先般、こういうことでやるということを説明はありましたけど、そのあとですが確か３、

４日前の道新の中でエコ・２４という溶剤開発と言いますか、内容はちょっと詳しいこと

はわかりませんけど、アスベストを固めて従来の除去事業の半分で済む、いわゆるその飛

散するものを溶液で固めて抑えるという工事があるので、処理費用は従来の半分であると。

こういうことが出ているのですが、２，７００万円から９００万円ぐらいの大きな事業で

ありますので、今この事業の補助なものは確か何もなかったような状況の中で、前回の説

明では将来解体する場合においても処理するのが適切であると。それと数字的には、計算

違うかもしれませんけど、濃度基準から言えば２，０００分の６の極めて少ない状況であ

ると。ただし場所柄、小学校の食堂の天井ということで、非常に通常の公共施設とは少し

違うということで、この際やるというような内容でありました。 

それで教育委員会としては、当然その食堂の利用については把握しておられると思いま

すけれども、先般、そのことで小学校に利用の実態を伺ってみました。一つには、こうい

う話が出ているが、学校としてそういう危険性を含めて要請をしたのかと、必要性がある

と感じているのかと。そういうような話の中では、残念ながら今２６０名の在校生がいる

中で、利用しているのは１年半前にこの席で伺いましたけれども、半分の生徒が利用し、

あとは教室でやっている状況だと。それでもし、実際去年の９月から食堂を閉鎖して今日

に至っておりますけれども、支障はないのですか、はっきり言って何の支障もありません。

もちろん８００人も収容するような校舎と食堂施設も８００もあって、そのうちの２６０

名の在校生の半分しか使わないわけですから、当然いろんなものを利用すれば必要ないと

いう、緊急を要するものではないという解釈でありました。そこで事業そのものは将来を

考えてということで、私はやめるとは限度ありませんけれども、この財政の中でセンター

がオープンしてまだ２４、５年ですから解体と言いますと、今の建物からと言いますと今

の子供の数、利用状況からして、２０数年は私は使えると思っています。その先を見越し

て、今２，７００万円近くのお金を投資するのが適切な時期なのか、それと夏休みも利用

してやるということですが、今いわゆるその新しい施工方法を、これ道内の自治体に代理

店を設けて具体的にやるという見出しでありますので、この事業の内容をもう少し検討し

て、数字的に検討してからでも間に合う時期にあるのでないのかなというふうに考えてお

りますので、私は地域に先駆けて、いろんな自治体に先駆けてやるについては、先走りし

て過ぎてみたら他の地区でずいぶん安くなったと、そういうことになりはしないのかなと。

であれば、夏休みまで一月ありますし、仮に冬まで延ばしても４、５ヵ月でその時期がき

ますので、状況としてそんなに急がないのであれば、予算が大きいだけに今一度再検討す
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る必要があると。 

町としては、今回のこの処理剤について、この新聞だけですから丸々どうかというのは

わかりませんけれども、少なくとも十分検討に値する内容だと思いますので、その件につ

いて今回の２，７００万円というのは、もうちょっとやっぱり検討し直すべきでないのか

なという考えは私持っておりますので、その辺のことについて伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） ここで昼食のため休憩といたします。 

 午後は１時から行います。 

 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（柴田喜八君） 定刻になりました。 

休憩を解き会議を継続いたします。 

 午前中の佐藤議員の質問にご答弁をお願いいたします。 

 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 小学校の給食食堂に関連しましてお尋ねのありましたことで

ございますけども、佐藤議員のご質問の中で、学校では現在の教室での給食に支障がない

ということで言っておられましたけども、私どもといたしましても、学校のほうにちょっ

と確認等いたしましたけども、あくまでもこれは給食センターの配慮もあり、運搬・配膳・

食事において特に問題がないということでございまして、食堂が利用できなくてもいいと

いうことではないと認識をしているところでございます。 

また、食堂については、平成１７年度の場合につきましては、１年生と３年生が年間を

通じて利用していると。それから２年生と４年生から６年生の松組が４月から９月まで、

そして２年生と４年生から６年生の竹組については１０月から３月までを食堂を利用して

いるというようなことで、半数以上の方がそれぞれこの食堂を使っているということでご

ざいます。また、先ほど申し上げました給食センターの配慮という部分でございますけど

も、現在の運搬につきましては１階で食事をとっている教室の児童生徒に対しては、給食

センターから１回配送車に積みまして玄関のほうに持っていって、そこから教室に運搬を

していると。そして、２階については食堂のダムウェーダー。そのダムウェーダーの部屋

については、ビニール等で囲い込みをしておりますけども、そこを利用して２階の廊下ま

でセンターの職員が運んでいると。そこから今度児童生徒が各教室に持って行くというよ

うなやり方をしてございますので、これがずっと利用できないということになれば、その

ダムウェーダーも利用できなくなる可能性も出てきますので、そういった部分ではまたそ

の対策も必要になってくるというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 私のほうからも若干話をさせていただきたいと思いますが、佐

藤議員もご存知のとおり、学校食堂方式につきましては、給食運搬・配膳を能率的に行い、

また衛生管理を有効的に効率的に行うとともに、異なる学年の児童生徒が一緒のテーブル

について食事をとることにより、縦の人間関係を深めてもらうなど、食事を通じて児童生
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徒に生きた知識や望ましい生活態度を習得してもらおうと設置したものでございまして、

訓子府小学校の場合、昭和５６年開設当初は全校一斉の縦割りグループでの食事を実施し

ておりましたが、その後の利用形態につきましては、ただいま課長のほうから申し上げた

ところでございます。なお、全校生徒が食堂で一斉に食事をとる縦割り方式等から現在の

ような利用形態に変わってきた主な背景といたしましては、近年全国的に学級崩壊や不登

校、またいじめなどの問題が深刻化している中で、教師と児童生徒の希薄な信頼関係など

が指摘されているというふうなことなどから、教師と児童生徒が１日の学校生活の中で、

授業を離れて一緒に過ごすことが一番長い貴重なこの給食の時間を各教室で食事をとりな

がら担任の先生と児童生徒が、または児童生徒同士の心のふれあいの場として、より信頼

関係を深める貴重な交流の場として、大切にしていこうとしているものでございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

いずれにしましても、食堂の設置目的にもありますように、今後も給食を通してより一

層教育効果が高められ、施設の有効利用が図られるよう努めてまいりたいというふうに考

えており、そのための今回の除去工事でありますことをご理解賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 先ほど佐藤議員のほうから、北海道新聞に載った記事につい

てご質問がございました。 

この東京のエコ・２４の溶剤開発につきまして、ずっと調べたのですがなかなかインタ

ーネット等で調べたのですがわからなくて、昨年、宮城県鳴子町、現大崎市でございます

が、そこに問い合わせてみたところ、建物アスベスト除去工事でこれを使用しているとい

うことで、確認と言うか、それについてちょっとお聞きしたところ、通常湿潤状態のとき

にこのエコ・２４をつけて、それから除去をはじめるということでございますが、やる内

容については養生シートをして、なおかつ設備機械を設け、除塵装置とか、エアーレスカ

ーテンを設けまして、通常のアスベスト除去と同じようなやり方をやりましたというふう

な内容でございました。 

経費の面につきましては、担当のほうもどのぐらい安くなったのか高くなったのかちょ

っとわからないということなのでございますけども、この辺につきましてはちょっと詳し

い担当のものがいなかったものですから、経費の面につきましては少し研究をさせてもら

いまして、少しでも溶剤を使って経費的に安くなるということであれば、これも検討に入

れたいと思って考えておりますので、その辺についてはご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） １１番、佐藤静基君。 

○１１番（佐藤静基君） 先ほど申し上げましたけども、必要がないという意見ではあり

ません。 

非常に大事な子供たちの、しかも食堂の場所ということで、それを聞いただけで過敏な

対応を走らざるを得ないという状況も委員会の中で話もありましたけれども、一つには今

の現状を考えますと、緊急性があるのかというのが１点。それから今課長のほうから説明

ありましたけど、研究するのに一月かかるのか、情報確認するのにさらにそれ以上かかる

かわかりませんけれども、一つには十分費用のことでありますので、決してこのまま進め

るということだけはないようにしてほしいと思います。おそらくアスベストの関係で、訓

子府がこれだけの予算を使って対応するということになると、おそらく報道関係でも多少
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出ると思いますし、近隣の町村でもこの波及は大なり小なりあると思います。それで以前

にもこの給食センターのことで伺ったのですけど、今教育長の答弁にありましたように、

本来の趣旨は今説明あったとおりですけれども、当時はやはり子供が非常に低学年で混乱

しているということで、今の教育長の答弁が当時の答弁でした。今現在、学校側の子供た

ちの状況はどうかと聞くと非常に落ち着いて、それは各教室で食事をしてコミュニティー

をとっているのかどうかわかりませんけれども、状況としてやっぱり人間関係を保つとい

う意味からすれば、各教室で保つなんていうのは人間関係を隔離するような行為でして、

私は２６０人別個の子供たちは、やっぱり一同に会した中で人間関係のそういうものを築

くというのは基本中の基本であって、あれを造ったときの最大のメインがそういうわけで

すから、私は人間関係を希薄な時代を乗り切ろうとするのであれば、約４割近くの子供は

スクールバスで教室と学校を行ったり来たりするだけの中では、できるだけ全校生徒の交

流からすれば、私は後半の答弁というのは非常に後ろ向きな内容のような気がしなりませ

ん。 

それで私が繰り返して言うのは、急ぐような状況でありませんので、今出ているエコ・

２４ということを十分検討されまして、必ずしも今の予算の中で夏を目途にやるというの

ではなくて、急ぐ必要は私はないと思っていますから、確かに今担当課長のほうから十分

な通常の使い方ではなくて、２階のそこを通らないように配膳しているというのも十分承

知しておりますし、それが本当に不便なのか、そのことを回避するための２，７００万円

ぐらいのそういうお金を使わなければならない時期なのか、そのことも一つもう１回検討

していただきたいと。こういう考えであります。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいま、佐藤議員から後ろ向きな考え方ではないかというふ

うなお話ございました。 

実際に、今現在そのようなことで利用されているということでございまして、私どもと

しましては、訓子府中学校につきましても、今全校一斉に食堂を使っていると。居武士小

学校は当然でございますけども、訓子府小学校につきましても、今の現状が本当にいいの

かどうかということにつきましては、今後学校とも十分協議しながら対応していきたいと。

私どもとしましては、やはり施設の有効活用というふうな意味もありまして、できれば当

初の設置目的どおり、できれば全校一斉に食堂をご利用いただけるような対応をとってい

きたいと。これは基本的な私どもの考え方でございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま学校食堂のアスベスト除去の関係で、緊急度という点

でいろいろご意見をいただきました。 

先ほど建設課長がご答弁申し上げましたように、鳴子市で行った工事というのは、あく

までも除去工事をする際に、アスベストが飛散しないようにするためにエコ・２４を吹き

付けたということでございまして、ただ、それが工事費にどの程度影響したかというのは

今後よく調べまして、なおかつ、こういう厳しい財政状況の中ですからそこら辺を十分に

精査しながら工事についてはあたってまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 
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○議長（柴田喜八君） １番、田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） ６ページの障害者支援費事業の関係で、今回認定区分に係わる

予算計上がされているのですけれども、この予算で大体どの程度の認定が要するに到達し

たのかということでお伺いをしたい。それが１点。 

それから同じページの児童措置費の委託料なのですけれども、児童手当事務処理システ

ムの開発業務ということで７４５万円の予算計上がされています。 

それで先ほどの説明のときは、確か更新だというふうに説明されたのではないかと思う

のですけれども、どの程度のシステム改造に係わって、どの程度のその費用が必要なのか

よくわかりませんけれども、これの予算見積りはどんなふうになっているのか教えていた

だきたい。 

それからもう一つ、その上の介護保険の関係で、地域包括支援センターのシステム開発

の関係なのですけれども、これも金額はかなりシステム開発は非常にお金がかかるのです

けども、そういう点で４７５万円という金額も大きいのですが、これの予算の内訳はどん

なふうになっているのか教えていただきたい。 

それから７ページの教育振興費の関係でお尋ねをしたいのですけれども、就学援助に係

わって、今回追加補正されているのですけれども、当初２６名で予定していたのが２９名。

もしかするとプラスアルファということになるだろうということを想定して、今回追加を

したという説明でした。 

この中で、以前から就学援助は一応一つの基準として生活保護の１．２倍基準にたぶん

していたと思うのですけれども、現在も同じような基準で対象を判定しているのかどうか

お尋ねしたいと。それと合わせて、この中の準要保護の対象者としての何名が対象になっ

ているのか教えていただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） ただいまのご質問のはじめのほうの３点につきましては、

福祉保健課の私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

まず、１点目の障害者の認定の関係でございますけれども、役務費と委託料、両方計上

させていただいておりますが、この医師の意見書作成手数料、それから認定調査委託料と

も対象者が居宅と施設合まして２８名の方がいらっしゃいます。 

それで今回予算を計上させていただきましたのは、平成１８年度中に見込まれると、こ

の調査、それから医師の意見書が見込まれるのが２３名というふうに推計をいたしまして、

２８名の内の２３名分ということで計上させていただいております。 

それから児童手当システムの７５０万円の内訳でございますけれど、システムの中身の

部分でございますけれども、まずハードの経費といたしまして８７万７，０００円。それ

からソフトの経費といたしまして３３１万円。それから導入支援ということでございます

けど、これはシステムの初期稼動の支援ということで、これが２９１万３，０００円で、

これに消費税をプラスいたしまして７４５万５，０００円ということで計上をさせていた

だいております。 

それから包括支援センターのシステムでございますけれども、同じようにまずハードが

７７万２，０００円、それからソフトが２５０万円、それから導入経費が１２５万８，０

００円で、これに消費税を加えまして４７５万７，０００円と保守業務が２２万８，００
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０円という内訳になってございますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） ７ページの小学校費の教育振興費の就学援助の関係でござい

ますけども、現在、所得の判定については生活保護基準の１．３倍ということでなってご

ざいます。 

それから小学校分の準要保護の人数でございますけども、２９名のうち要保護が１名で

準要保護が２８名でございます。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 １番、田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 参考までにちょっと聞きたいのですけども、障害程度の区分の

認定の関係なのですけれども、２８名のうち２３名分を予算計上したと。あとちなみに５

名はどうなるのでしょうか。どういうことになのか、ちょっとそこら辺を教えていただき

たい。 

 それから就学援助の関係なのですけども、２９名中２８名が準要保護ということなので

すけれども、簡単に考えると通常要保護は生活保護ですから、そうなりますとその生保基

準よりも少し所得は何ぼかあるかと。実際に考えてみますと、小学校ぐらいだとかなり所

得の少ない人がいるのかなと。そういう点で言えば、本当は１．３の範囲に入るとしても

就学援助の申請手続きをしないと、申請主義ですからこういうことになるのでしょうけれ

ども、そんなような状況にもしかしたらなっているのでないかなというふうに思うのです

けれども、担当から見てそこら辺どうでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） ただいまの障害認定に関しまして、対象者２８名のうち

の２３名を予算計上したことで、残りの５名がどうなるかというお尋ねでございますけれ

ども、５名につきましては施設入所者ということでございまして、この施設が新体系に移

行するためには５年間の猶予期間がございます。それで北海道が施設を対象に、その施設

の新体系の意向調査を行ったところ、平成１８年度中にはほとんどの施設が新体系に移行

したいということでございますけれども、そのまま旧体系のまま残る施設もございますの

で、その分が５名ということで推計をさせていただいております。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 就学援助の関係で、申請してない方でもほかにいるのではな

いかということでございますけども、これにつきましては先ほど田中議員も言われたよう

に申請主義ということもございまして、また私どもで税の情報がなかなか見れないことも

ございまして把握は困難な部分はあります。ただ、校長会・教頭会の中でも学校で集める

お金の関係もありますので、もし、そこで未納の方が出てくれば、こういう制度もありま

すよということでお話をしてくださいということは話していますし、また年度当初に書く

保護者宛には一応全員に文章をお出しまして、こういう制度があるということで周知をし

て申請を出していただいているということでございますけども、なお、今後につきまして

もなるべくこれに該当する方ということで、保護者からの相談等ございましたら、またこ
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れに基づいて対応してきたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 ５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） 先ほどちょっと言い忘れてしまって申し訳ないのですけども、１

点だけちょっとお伺いしたいと思います。 

７ページの一番上なのですけども、農業振興費で今回きたみらい農業協同組合の設立３

周年記念事業の補助金として１０万円予算計上されているのですけども、１００万円の事

業費の中の１０万円と。訓子府の割り当てというのか、それを持ってくれということなの

だろうと思うのですけども、これ私個人的な意見言わせてもらえれば、たかだか３周年、

３年ですから、そんなもののその事業に本来自まかないでやるべき仕事でないのかなと。

１０年とか２０年目とか、そういう節目であれば別としても、たかだか３年ぐらいのそう

いうその記念事業に補助をお願いしたいというのもちょっとどうかなと私は思うのですが、

ちなみにちょっとお聞きしたいのは、１００万円のうちの１０万円が本町で一つお願いを

したという要請が来ているのだと思うのですけども、周辺の町はどういうことになってい

るのか、もし、その内訳等がわかればちょっと教えていただきたいなと思うのですけども。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） １００万円の内訳ということなのですけども、これにつ

きましては北見市が８０万円、我が町と置戸町が１０万円ということで、置戸については

昨日議決されていると思いますけど、北見はこれから提案するというような形になってお

ります。 

○議長（柴田喜八君） ３番、渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） 今のこのたかが１０万円の３周年記念に寄付をお願いしたいと。

私は今の話を聞きますと１００万円の事業費、全部補助金でやるのではないのかな、違う

のかな。これはちょっとどうかと思うのですけども、やっぱり本当に農業さえ、組合員を

交えてやるとすれば、当然組合員の方の自己負担も当然だろうというふうに思うのです。

そして、あまり組合員に対してそれだけ補助を行政にお願いして、なるべく組合負担を少

なくするということは、一つにはあまり組合員に対するこの３周年で記念事業なりをやる

ということ事態が、あまり組合員は同意してくれないから行政自治体に応分の寄付をして

もらってやろうということなのですけども、これはちょっと何かたかが１０万円といえど

も、ちょっと先ほど松浦議員さんが言いましたように、３周年でやる、例えば節目の１０

年とか２０周年とか、そういうことでしたらこれはあれなのですけども、農業祭的なこと

は毎年やっているのです。それと一つには、この３周年でやるというのはどうも来年改選

なのです。選挙絡みと、何か人気取りにやるのでないのかというような、そんな変な見方

もしますので、私はちょっとどうかと思うのですけども。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） ただいまの質問なのですけど、まず事業費につきまして

は、まだ確定ではないのですけど６００万円予定しています。それでＪＡの負担が５００

万円、行政負担が先ほど言いましたように１００万円ということで予定されております。 

そして、今のタイミングということは、合併した際にはかなり町意識ですとかありまし



 - 27 - 

たけども、大々的なものというのはなかったということと、あと北見市が行政合併したと。

こういうことも合わせた中で、聞いた話で僕ら主催するわけではないですけども、ＪＡき

たみらいの合併の３周年と、あと新北見市の合併を記念してきたみらいの組合員と地域住

民の交流を図って、ＪＡの取り組みについて理解をいただきたいというような趣旨で進め

ているというふうに聞いております。それで３周年という形になったのだと思います。 

それで内容につきましては、文化講演会、たまねぎサミットというのはかつてやってい

たのですけど、今回いも玉サミットと。それと大きなふれあい農業祭ということで、これ

ではかなり大きな予算をとって、これは公開録音も含めた中でかなり大々的にやりたいと

いうふうに聞いております。 

いずれにしても、行政の支援を求めたというのは、どちらかというと行政と農協とあと

地域住民が一体となった取り組みだというような位置づけで、この農業祭を開催するとい

うことだと認識しております。 

○議長（柴田喜八君） 皆さんにちょっと申し上げます。 

予算の質疑ですから、一般質問的なことにならないように一つ注意をしていただきたい

のと、当初申し上げましたように、１人２回までとなっておりますのでご注意ください。 

 次に、１２番、小林一甫君。 

○１２番（小林一甫君） ３ページお願いいたします。前段でご説明あったのかどうか、

ちょっと聞き漏らしましたのでお伺いしたいのですけれども、２，９００万円の事業費で

今回地方債２，７５０万円ということでありますけれども、この２，７５０万円につきま

しては、後日、国から何か支援的なものがあるのかどうかお伺いをいたしたい。 

次にページ数７ページ。農業基盤整備事業費の中の、これは６款、１９節になります。

農地・水・農村環境保全向上活動モデル支援事業負担金であります。このことにつきまし

ては、私も一般質問で若干質問した経過ありますけれども、この事業、今年はモデル事業

でありますけれども、来年から本格的にはじまった場合、例えば全町的に申請があった場

合、それに対応できるのかどうかその１点をお伺いしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案の３ページにございます訓子府小学校食堂アスベス

ト除去事業に対する起債限度額２，７５０万円に対する今年度の国の財政支援についての

お尋ねをいただきました。 

これにつきましては、４割が今年度に地方交付税で措置されるということになります。

２，７５０万円の４割と申しますと、１，１００万円が交付税措置ということでございま

す。 

○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） 農地・水・環境の関係なのですけども、これにつきまし

ては大体集落単位でひとくくりというような取り組みになってございますけども、実質的

には出てきたものすべて取り入れるというのは可能だと思います。ただ、４分の１が町費

ということがございますので、その財政的な部分でかなり問題なのかなと。あと、これの

取り組みついては、今年西富でやらせていただきますけども、かなり住民が主体的に動か

なければならない。さらに、こういう地域活動を実践できる場がなければならないという

ことで、かなり限定されるのかなというふうには認識しております。いずれにいたしまし
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ても、今年の状況を見て検討していかなければならないというふうに思っています。 

○議長（柴田喜八君） １２番、小林一甫君。 

○１２番（小林一甫君） もう一度３ページお願いしたいと思います。先ほど、答弁では

４割は地方交付税で面倒を見てくれるというようなことでありますので、先ほどは２，７

５０万円全部が町から手出しで工事をするというような感じで聞いていたのですけれども、

それであればやはり１日も早く子供たち、また子供たちの交流のためには、早く工事を進

めていただきたいなというのが私の考え方でありますけれども、その辺よろしくお願いい

たします。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま小学校食堂のアスベスト除去の関係で、起債の財政措

置があるということで少しでも早くという話がございましたが、残りの６割は町費負担と

いうこともございますので、先ほど佐藤議員さんからのお話ありましたことも含めて、十

分検討した上で対応してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） ４番、山本朝英君。 

○４番（山本朝英君） アスベストの関係で７ページなのですけども、この東京エコ・２

４というのはアスベスト問題が出た何ヵ月もしないうちにこのことが新聞か何かでちょっ

と報道され、そういう研究をしているという報道がありました。非常に楽しみにしていた

のですが、間に合わなかったということでして、今回も記事の中にそういうことがあって

出たかと。ところが国の財政措置と言うか、その中に入ってないというような状況にあり

ますから、これ私も反対ではないのですけども、もう少しこのことについて研究すべき点

がないのかなと。今急々に情報を取って聞くということで、情報ではそのことによって半

額ぐらいで済むと。飛散もしないという状況ですから、それが前処理とかというようなこ

とではなかったような気がするのです。ですから、子供たちももちろん大事ですし、財源

も補助でまかなうということではないわけで、借金ですから十分そのことも考えて焦らな

いでもうちょっともう少し研究したほうがいいのかなという。やることについてはどうの

こうのではないのですが、あとから悔いの残さないように、ぜひもっと研究してほしいと

いう考えが一つあります。 

それから、予算の関係ですから一般質問的になると議長に言われるかもしれませんが、

今、例えば前回の除去作業のときにも町内の業者を使って云々というようなことがござい

ましたが、失業者がたくさんいるということありまして、もし、そういう方向に動くとい

うことであれば、今我々の仲間もずいぶん失業しています。ぜひ、そういう場合にはジョ

イント組んででも、町内のそういった人たちも使えるような体制も含めて、事業あるごと

に我々が言わなくても、町内の業者あるいは町内で働いている人がある程度恩恵受けれる

ようなことも含めて、ぜひ考えてほしいと思っていますけども、その点について何かあれ

ば伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいまアスベスト除去の関係で、２点にわたってご質問をい

ただきました。 

まず、１点目につきましては、我々も新聞記事を詳細見ていなかったという点もござい

まして、ちょっと反省をしておりますけれども、現在のところ非常に情報が不足してござ
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います。先ほど建設課長が答弁申し上げましたように、その鳴子でやったのも封じ込めで

はなくてあくまでも除去工事をやったと。そのアスベスト処理するときに、飛散しないよ

うにエコ・２４を使ったというような情報ではあるわけです。これは果たして、そのエコ・

２４の効果というものが、どういうものかというのが非常に情報的に不足してございます

から、もう少し詳しい情報が入った後に、工事費との関連も含めて十分検討いたしまして、

発注工事するかしないかのことも含めて、判断をしてまいりたいというふうに考えてござ

いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

発注にあたっての工事に携わる事業所の関係につきましては、最近ちょっと得た情報で

すけれども、昨年小学校の教室の除去工事を発注いたしましたが、そのころはまだ資格を

取得している業者が少なかったのですけれども、最近は地元でもそういう資格を取った業

者もあるやに聞いております。そこら辺も含めて、発注の際には十分ただいまのご意見を

参考にしながら発注にあたってまいりたいと思いますで、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 質疑がないようですので、議案第３６号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第３７号の質疑を許します。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 質疑がないようなので、議案第３７号の質疑を終了いたします。 

 以上をもって質疑は終了いたしました。 

 これより、一括議題の討論を行います。討論にあたっては、議案番号を指定してから討

論をお願いいたします。討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論がないようなので、これをもって討論は終了いたします。 

 これより一括議題の議案第３６号、議案第３７号の採決をいたします。 

討論のなかった案件については、一括採決をいたします。議案第３６号、議案第３７号

は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３６号、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号、議案第４１号 

○議長（柴田喜八君） この際、日程第６、議案第３８号、日程第７、議案第３９号、日

程第８、議案第４０号、日程第９、議案第４１号を議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 議案第３８号から順次お願いいたします。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案第３８号についての提案説明をさせていただきます

ので、議案書の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第３８号 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について。 

 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を次のように制定しようとする
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ものでございます。 

 条例の内容につきましては、記以下に記載のとおりでありますが、まず第１条では、こ

の条例の趣旨を規定しており、第２条では、地方自治法施行令第１６７条の１７の規定に

基づき、長期継続契約を締結することができる契約を例示してございます。 

まず第１号では、事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる

契約であって、商習慣上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるものと規

定をしてございます。具体的な事例をあげますと、ＰＰＣコピー機ですとか、印刷機など

の使用契約はこれに該当するかと思います。 

第２号では、庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他役務の提供を受け

る契約であって、毎年４月１日から役務の提供を受ける必要があるものと規定をしてござ

います。具体的な事例をあげますと、庁舎警備等の契約ですとか、自動ドアや事務機器等

の保守点検契約、この他先ほど第１号で説明しました印刷機等の使用契約などがこれに該

当するといえます。 

なお、これらの契約の現状を簡単に申しますと、契約期間はすべて単年度契約というこ

とで契約しておりまして、法で認められております見積り合わせや契約案の決裁までを年

度内に行い、年度が明けた４月に入ってから契約の締結を行っておりましたので、従前で

すと年度初めの多忙な時期に契約の相手方にご足労いただくなど、一般の商取引では考え

られないような負担をかけていたところもあります。また、この条例の制定により、こう

したことが改善されるほか、町の事務につきましても軽減されるものと考えております。 

附則としまして、この条例は、公布の日から施行することとしてございます。 

以上、議案第３８号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定をいただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 議案書の１４ページをお開きください。議案第３９号につい

て提案説明をさせていただきます。 

議案第３９号 財産の取得について。 

 次の財産を取得したので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定より議会の議決を求めるものでございます。 

記以下について、ご説明いたします。 

事業名は、各小学校教育用コンピュータ整備事業であります。 

契約の相手方でございますけども、北海道市町村備荒資金組合、組合長、寺島光一郎で

す。 

なお、この契約事務つきましては、北海道市町村備荒資金組合と今回の入札で落札しま

した株式会社小柳中央堂との間で売買契約を行い、契約完了後に本町に譲渡されるもので

ございます。 

契約金額でございますけども、２，７１７万７，０４５円であり、内訳につきましては、

落札金額が２，５８８万２，９００円、消費税が１２９万４，１４５円でございます。 

品名・数量につきましては、訓子府小学校が教師用コンピュータ２５台、児童用コンピ

ュータ４０台、校内ＬＡＮ整備ほかでございます。居武士小学校は、教師用コンピュータ

９台、児童用コンピュータ１３台、校内ＬＡＮ整備ほかでございます。 
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なお、納期限は、平成１８年８月２０日でございます。 

以上、小学校教育用コンピュータの取得につきまして、議会の同意を求めるものであり

ますので、ご審議の上、ご決定くださいますよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 施設車両課長。 

○施設車両課長（小田藤夫君） 議案書の１５ページ、お開き願います。 

議案第４０号 損害賠償の額の決定について、ご説明をいたします。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、損害賠

償の額の決定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 記以下をご説明いたします。 

 １．相手方は、北海道北見方面網走警察署、署長、大森勲です。 

 ２．損害賠償の概要についてでありますが、平成１８年５月２日午後２時１５分頃、町

職員が公務で公用車を運転中、過失により対向車線側の横断道路歩道用手押し式の信号柱

及び信号機を破損させた損害に対して、損害賠償をするものであります。 

 ３．損害賠償額は、事故に対する損害賠償の額を１２０万円と定めるものであります。 

 以上、５月２日発生の公用車事故による損害賠償の額の決定について議決を求めるもの

であります。ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） ここで午後２時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案第４１号について提案説明をさせていただきますの

で、議案書の１６ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第４１号 北網広域圏組合規約の変更について。 

 市町村の合併の特例に関する法律第９条の３第１項、並びに地方自治法第２８６条第１

項の規定により、北見市、常呂郡留辺蘂町、同郡常呂町、同郡端野町、網走郡女満別町及

び同郡東藻琴村を北網広域圏組合から脱退せしめ、北見市及び網走郡大空町を同組合に加

入せしめて北網広域圏組合規約の一部を次のとおり変更しようとするものであります。 

 この規約変更につきましては、平成１８年３月の北見市外３町及び女満別町外１村の合

併に伴う北網広域圏組合規約の変更協議にあたり、地方自治法第２９０条の規定に基づく

議会の議決を求めるものでございます。 

それでは、北網広域圏組合規約（平成４年規約第１号）の一部を変更する規約の内容に

ついて説明をいたしますので、１８ページ以降の規約の新旧対照表と合わせてご覧をいた

だきたいと思います。 

今回の規約変更にあたっては、施行日の関係から大きく２条に分けて改正をしてござい

ます。 

まず、第１条の変更規定でございますが、本則中「関係市町村」を「関係市町」に改め

るものでございますが、合併により東藻琴村が組合から脱退することに伴い、村の文字を
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削るものでありますが、第２条中の改正、それと第３条中の改正、第９条及び第１０条中

の改正、それと別表第１中の改正についても同様の理由によるものでありますので、当該

部分の説明は省略をさせていただきたいと存じます。 

次に、第２条中の改正につきましては、「斜里町」の次に「、大空町」を加え、「、留辺

蘂町」、「、女満別町、常呂町、端野町」、「、東藻琴村」を削るものであります。 

次に、第５条第１項の改正につきましては、組合議員の定数を「１４人」から「１０人」

に改めるものでありますが、これにつきましては１４市町村が合併により１０市町になっ

たことによるものでございます。 

次に、別表第２の改正につきましては、基金の出資額及び出資比率を定めた表の改正で

ありますが、１９ページの新旧対照表をご覧をいただきたいと思います。 

一番上の北見市につきましては、合併前の北見市、留辺蘂町、常呂町、端野町の合計額

を新北見市の出資額にしてございます。同様に、女満別町と東藻琴村の合計額を大空町の

出資額とし、それぞれ出資比率も同様に整理しようとするものでございます。 

なお、ただいま説明しました第１条の変更規定につきましては、附則の第１項にありま

すように、北海道知事の許可の日から施行することとしております。 

続きまして、この変更規約の第２条の変更規定についてでございますが、これは組合経

費の支弁方法を定めた別表第１の改正でございます。 

現行の負担割合は、北見市と網走市がそれぞれ２５％ずつ、残りの５０％を構成してい

る１２町村で均等割、人口割、これ交付税でございますけれども、基準財政需要額割に区

分し、それぞれ３分の１ずつを配分して計算しておりましたけれども、これを各市・町の

出資比率により計算しようとするものでございます。 

なお、この改正規定につきましては、附則第１項にありますように、平成１９年４月１

日からの施行となっております。 

また、附則第２項にありますように、平成１８年度の負担金の額につきましては、合併

前の市町村でそれぞれ計算した額とし、合併した北見市と大空町の負担額については、そ

れぞれ構成市町村の合算額とする経過措置を設けているものでございます。 

以上、議案第４１号の提案内容について説明をさせていただきました。ご審議の上、ご

決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

    ◎議案第４２号 

○議長（柴田喜八君） 次に、日程第１０、議案第４２号を議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 議案書の２０ページをお開きください。議案第４２号の提案

説明をさせていただきます。 

議案第４２号 網走地方教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項及び市町村の合併の特例に関する法律第９条の３第１項の

規定により、網走地方教育研修センター組合を組織する北見市、東藻琴村、女満別町、端

野町、留辺蘂町及び常呂町が脱退し、北見市及び大空町が加入したため、網走地方教育研
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修センター組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでござ

います。 

記以下について、ご説明いたします。 

網走地方教育研修センター組合規約の一部を次のように変更するものでありますが、今

回の改正は、北見市外３町及び女満別町外１村の合併に伴い改正するものでございます。 

改正内容といたしましては、第３条中、「、東藻琴村、女満別町」を「大空町」に改め、

「、端野町」、「、留辺蘂町」及び「、常呂町」を削るものでございます。 

別表選出区の項中「、東藻琴村、女満別町」を「、大空町」に改め、「、常呂町、端野町」

及び「、留辺蘂町」を削るものでございます。 

附則でありますが、この規約改正については、北海道知事の許可が必要なため、改正規

約の施行日は北海道知事の許可があった日からとしております。 

以上、網走地方教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について、ご説明申し上げました。ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） ただいま提案説明が終わりました議案第４２号につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１２条の規定により、議会は議決前に

教育委員会の意見を聞かなければならないことになっておりますので発言を許します。 

教育委員長。 

○教育委員長（白崎隆誠君） ただいま議長さんから教育委員会の意見を求められました。

お答えさせていただきます。 

去る５月２４日開催の訓子府町教育委員会会議において、網走地方教育研修センター組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について審議いたしました結果、変

更することに異議ないとの教育委員の意見でありましたのでご報告申します。 

○議長（柴田喜八君） 以上で意見の聴取を終わります。 

 

    ◎議案第４３号 

○議長（柴田喜八君） 次に、日程第１１、議案第４３号を議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（山田日出夫君） 議案２１ページをお開き願います。 

議案第４３号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、提案説明を申し上げた

いと思います。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定に

より、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

記以下の規約改正条文の説明を申し上げたいと思います。 

 北海道市町村総合事務組合規約第９条第１項に次のただし書きを加えようとするもので

ございます。 

 ただし書きの内容は、ただし、条例の定めにより、組合に収入役を置かないことができ

るというものでございます。 
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これは現行では規約の第９条におきまして、収入役１人置くことと規定されてございま

すけれども、組合を取り巻く環境が厳しさを増す中で、組合の機構改革の一環として収入

役の常置規定を見直すという意義がございます 

 附則といたしまして、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行するというこ

とでございますが、これは一部事務組合の規約の変更につきましては、市町村にあっては

都道府県知事の許可を受けなければならないという地方自治法の定めによるものでござい

ます。 

以上、改正点についてご説明申しあげましたので、ご審議の上、ご決定いただきますよ

うによろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 以上で議案第３８号から議案第４３号までの各案の説明が終わり

ました。 

 

◎議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号、議案第４１号、議案第４２号、

議案第４３号 

○議長（柴田喜八君） これより議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号、議案第４

１号、議案第４２号、議案第４３号について各案ごとに質疑、討論、採決をいたします。 

 最初に、議案第３８号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） この長期継続契約の説明先ほどいただいたのですけども、忙しい

４月の時期にいろいろご足労願ったりして、継続の処理を今までもしていたということな

のですけども、これが継続ができるこの条例ができれば、事務的には非常にスムーズにな

るというような説明であったのですが、その事務的だけでなくて、これをその継続して長

期にわたって継続することによるその契約金額。これらについては、そういうものも含め

て、長期に継続して契約しますよというようなことも含めて、契約することによるメリッ

トというのがその時点で出てくるのか出てこないのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思

いますけど。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま、長期契約に伴います財政効果的なご質問をい

ただきました。 

従前ですと、公式な部分には出てこない、いわゆる事務連絡的なもので更新もあり得ま

すような形で進めてきたところなのですけれども、これからこの条例が制定されたことに

よりまして、堂々と例えば３年間なら３年間という機関で見積り等いただいて契約するこ

とができますので、そうした意味では一定程度その財政効果も期待できるのかなと思いま

す。 

ただ従前、更新規定というものを設けて両者特に異議ないときは、さらに１年間という

ような契約条項も含めて運用していた部分もあるのですけども、これらも今度堂々とでき

るということで、そのメリットをやっぱり大きいのかなと思います。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 １４番、橋本憲治君。 

○１４番（橋本憲治君） それによってこの長期継続契約というのが、今３年という話あ
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りましたけれども、この継続が３年で区切られるものなのか、なおかつ、その長期契約と

いう内容が５年は引き続きできるのか。 

最初の説明では、単年度でできないものをするというふうに認識したものですから、翌

年にわたってそういう計画をきっちり結ぶものかという理解をしたのですけれども、今の

話では３年間そういう計画もできるというような内容であれば、合わせまして、どこから

どこまでが長期継続ができるのか、そういう運用規定があるのであれば教えていただきた

いと思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま契約期間の関係でお尋ねをいただきました。 

自治法の定めから言いますと、基本的には契約期間というのは１年を超えることできな

いです。それが例えば、債務負担行為としての議会の議決を受けるですとか、あるいは今

回この条例制定することによりまして、複数年の契約が可能になるということでございま

す。 

契約期間の定めにつきましては、私先ほど３年と言いましたのは、例えば３年いろんな

施設の維持管理ですと最低でも３年ぐらいのスパンが必要でなかろうかという部分で、従

前ですと自動更新の契約規定を設けながら大体３年くらいで仕切っているということでご

ざいます。ですけれども、例えば事務機器の更新ですとか、そういうものは５年程度でも

かまわないのかなというふうに考えてございます。ものによって、やっぱり３年ですとか

５年ですとかという基準になろうかと思いますけども、現時点で具体的にまだ決めたもの

ございませんけれども、ただ自由競争を損なわないようなものにしなければならないとい

うことは考えますと、最長でも５年かなということで考えてございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 ３番、渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） また、余計なことを言うと言われますかもしれませんが、一つ長

期継続契約というのは、非常に町民の視点からすれば本当にそれで大丈夫なのかな、いい

のかな、いい面と悪い面が両方出てきはしないかなと。そういう心配がありますので、一

ついい面をこれは本当にいいものだというようなことで、この条例を制定してその条例の

効果を出していただきたいというふうにお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま議員からご指摘のありましたとおり、この条例

の目的を考えたときには、やはり前提になっているのは自由競争というのを絶対妨げない

というものがやっぱり根っこにありますので、極力価格的には有利なほうで契約できるよ

うな形で、これからもまた検討してまいりたいと思っております。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論がないようなので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３８号の採決を行います。 
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本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 １２番、小林一甫君。 

○１２番（小林一甫君） 今回、小学校の教育用コンピュータ整備事業ということで、か

なりの金額載っていますけれども、今までのコンピュータはどう処分するのか、下取りに

出すのか出さないのか、そのまま処分するのか。 

それと小学校のコンピュータの利用状況、わかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） お尋ねありましたコンピュータの処理でございますけども、

現在使用している部分というのは相当古い部分がございますので、基本的には廃棄をする

ということで今考えております。ただ、場合によっては教室で子供たちが使うということ

もできますので、そういった部分で若干使用するものも出てくるということでございます。 

あとパソコンの利用状況でございますけども、各学年、基本的には３学年以上になりま

すけども、総合的な学習の時間に主に使っている部分。それから高学年になれば、社会科

で調べ学習ということで使う部分もございまして、年間でも相当数の時間を使用している

というような状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

 ３番、渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） このコンピュータの関係なのですけども、まず１つ目は、訓小の

場合は生徒数もっと学年別に見ますと多いと思うのですけども、４０台では一同に会して、

例えば６年生であれば６年生一同に会して全部がやるということはできない。この台数で

はできないのではないかと。居武士小の場合は１３台あれば、例えば学年で言えば全学年

できるかもしれませんけども、その辺がちょっとどうなのかなと。例えば訓小の場合、教

室別にやると、従って４０台あれば１学級が全部できるということでないかと思うのです

けども、どういうふうにあれするのか。 

それと、今ちょっと小林議員からもありましたように、従来のコンピュータは何年使用

したのか。 

そして、また更新しなければならないというのは、いろんなどんどんのいいものができ

てきて、古いものはなかなか使いづらいとか、そういうようなことでやはり入れ替えると

いうことなのですけども、ここでちょっとお聞きしたいのは、例えば購入するのでなくリ

ースということも考えたことがあるのかどうか。例えばリースでやるとすれば、もっとも

っと負担がかかるのですよということであれば、これも仕方ないのかなと。そういったこ

とを検討したことがあるのかどうか、ちょっとその辺もお聞きしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） まず、学校の今回購入しました台数との関係でございますけ

ども、訓小の場合については４０台購入してございますけども、渡邊議員言われたように、
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同じ６年生なら６年生一同に会してということでは、今、現状では台数は不足するという

ことになりますけども、いずれにしましても、授業はそれぞれ各学年の各教室ごとになっ

ておりまして、例えば６年生だと２クラスになっておりますので、その教室ごとにこのコ

ンピュータを使うと。ただ、実際４年生だとか１年生が１クラスでございまして、１年生

であれば特殊学級も含めたら４０名おりますので、この台数が後に必要になってくるとい

うこともございますし、４年生については今３７名ですのでほぼこの台数を使うというこ

とですので、ただ、学年が一同に会してということはなかなか難しいということもありま

すし、パソコン教室内にもそれだけのこれらを装備できる大きさもないものですから、そ

ういうことでご理解をいただきたいと思います。 

 それから従来のコンピュータにつきましては、平成１０年に入れたものでございます。

そのときから見ますと、コンピュータに入っていますソフトの容量だとか、それらが全部

変わってきまして、それに対応できるものが、機械が古くなっているものですからできな

いということもございまして、今回更新をしたということでございます 

 それからリースで検討したことがあるかというお尋ねでございますけども、この導入に

あたりましてはリース、それから購入ということで検討はしてまいりましたけども、いろ

いろ検討の結果、購入ということでさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと

思います。 

以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論がないようなので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３９号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４０号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。ございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（柴田喜八君） 討論がないようなので、これをもって討論も終了いたします。 

 これより議案第４１号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４２号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４２号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４３号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎追加日程の議決 

○議長（柴田喜八君） お諮りいたします。 

 ただいま町長から、議案第４４号 相内線交通安全施設整備工事第２工区請負契約の締

結について、議案第４５号 末広団地公営住宅新築工事請負契約の締結についての件が提出

されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よってこの際、議案第４４号、議案第４５号を日程に追加し、議題とすることに決定し

ました。 

 

    ◎議案第４４号 

○議長（柴田喜八君） 最初に、議案第４４号を議題といたします。 
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 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） それでは、議案第４４号 相内線交通安全施設整備工事第２

工区請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

 次により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 記以下について、説明させていただきます。 

 工事名は、相内線交通安全施設整備工事第２工区であります。 

 契約の相手方は、丸建・久島・日本高圧特定建設工事共同企業体でございます。 

 契約金額は１億９，５３０万円で、内訳は落札金額１億８，６００万円、消費税９３０

万円となっております。 

 構造につきましては、橋梁上部の桁がポストテンション方式２径間連続ＰＣ中空床版橋

でございます。 

 工事の概要は、橋梁上部工一式、橋長５３．４メートル、道路工一式、延長１０１．８

メートル、幅員は車道幅員５．５メートルの造成幅員７．５メートルでございます。 

工期は、平成１９年２月２０日までであります。 

 以上、相内線交通安全施設整備工事第２工区請負契約の締結について、議会の同意を求

めるものでありますので、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４４号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 ５番、松浦啓博君。 

○５番（松浦啓博君） 最近、いろいろマスコミやなんかでも報道されているのですけど

も、この契約にあたるその見積りなのですけど、北海道の場合ですと道単価の基準を準用

して見積り単価を出しているということなのですけども、最近やはりにそれらに問題があ

るのでないかというようなその見直し論議もあちらこちらで出てきている部分があるので

すけども、今回この契約金額が１億９，５３０万円ということですから、たぶんまだ訓子

府の場合は道単価を基準として算出されているのだろうと思いますけども、これらその見

積りの方法というか、見積りの算出基準の見直しというのは、やはり今までどおり継続し

てそういう考え方で進むつもりでいるのか。それともどこかの時点では、そういう今の基

準に、今のと言うのは標準的なその地方地方と言うか、自治体にあった見積りの算出のや

り方をするつもりでいるのか、それをちょっとお伺いしたいと思いますけど。 

○議長（柴田喜八君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） この工事につきましては、交付金事業で行っております。 

交付金事業につきましては、国の補助が６０％受けてございます。当然、会計検査の対

象となってございます。会計検査等につきましては、もちろん町の検査もございますけど

も、資料とそれと算出根拠と示しております。 

補助事業につきましては、北海道の指導もございますので、道の歩掛等を使用し、単価

等についても、道の単価等を使用して積算しております。 

今後につきましても、同じような形で道の単価を使用していくような考えでおります。 

以上でございます 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 
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 １２番、小林一甫君。 

○１２番（小林一甫君） 誠に申し訳ないのですけれども、勉強不足で聞くのがちょっと

恥ずかしいなと思うのですけれども、ちょっと教えていただきたい。 

構造の部分で、ポストテンション方式２径間連続ＰＣ中空床版橋というのはどういうよ

うな構造なのか、教えていただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 構造につきまして、まずポストテンション方式というのは、

現場地でコンクリートを打ちます。 

それと２径間連続。２径間というのは、桁が２つに分かれている構造になっております。 

それとＰＣ中空床版。ＰＣというのは、ＰＣ線で桁を緊張させて強度を保つような構造

になっております。 

それと中空床版というのは、コンクリートの重量を軽くするために、中空の状態の構造

をつくっております。 

以上、それぞれ分けた説明でございますけども、以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４４号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４５号 

○議長（柴田喜八君） 次に、議案第４５号を議題といたします。 

提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 議案第４５号 末広団地公営住宅新築工事請負契約の締結に

ついて、ご説明申しあげます。 

次により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

記以下の説明をさせていただきます。 

工事名は、末広団地公営住宅新築工事であります。 

契約の相手方は、久島工業株式会社、代表取締役、久島正之でございます。 

契約金額は７，１６１万円で、内訳は落札金額６，８２０万円、消費税３４１万円とな

っております。 

構造につきましては、補強コンクリートブロック造２階建てでございます。 

工事の概要は、１棟４戸、１階床面積１９７．１４平方メートル、２階床面積１７７．
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１平方メートル、延床面積３７４．２４平方メートル、外構一式となっております。 

工期は、平成１８年１１月３０日までであります。 

以上、末広団地公営住宅新築工事請負契約の締結について、議会の同意を求めるもので

ありますので、ご審議の上、決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４５号の質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 ２番、安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） この工事ですけども、従来の工事の内容と施工、それぞれ同じよ

うなやり方でやるのですか。それお聞きしたいのと、もし違うのであれば、平面図ぐらい

提出をしていただきたいとこのように思います。 

○議長（柴田喜八君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） これにつきましては、昨年も同じ１棟４戸の住宅を建設して

ございますが、それと全く同じ建物でございます。 

○議長（柴田喜八君） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第４５号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで午後６時まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４４分 

再開 午後 ６時００分 

 

    ◎一般質問 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 日程第１２、一般質問を行います。 

質問は通告書の順序により発言を許します。 

なお、質問は答弁を含めて、議会運営委員会から答申された時間に制限いたしますから、

簡潔に質問、答弁されますように希望いたします。 

それでは、一般質問の発言を許します。 

 １番、田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 前回に引き続きまして、今国の制度がごろごろ変わる、そのよ

うな状況の中で特に大きな変化をこの障害者の方たちに与えようとしている、障害者自立

支援法について伺いたいということで、質問の９項目ほど通告しています。逐次お尋ねい

たしますので、先ほど議長からお話がありましたようにできるだけ１答目は完結にさらっ

とお願いをしたいと思います。 



 - 42 - 

 まず、１点目は、障害区分判定の結果ということで、今回の議会でもこれに関わる予算

の計上がありました。すべての方が結果が出ているかどうかわかりませんけれども、判定

に係わる申請はすでに終わっているだろうと考えますので、結果について、わかっている

だけで構いませんのでお示しをいただきたい。 

 それから２つ目なのですけれども、現在この判定区分別にしますと、どんなサービスを

障害者の方が受給されているのかということで、受給状況について伺いたい。 

 ３つ目になりますけれども、旧制度での療護施設、知的障害者の更正施設、重度棟ケア

施設の入所状況と自立支援法の障害区分判定で施設サービス受給の対象外と判定され、経

過措置対象者になるケースがあったかどうかですね。現在までの状況で、これらについて

わかりましたら教えていただきたい。 

 ４点目は、上記入所者の１割定率負担の負担額軽減制度。これが今回の制度の創設と伴

って、１割負担が受益者から多過ぎると大きすぎるということで批判を受けているわけで

すけれども、いわゆる負担軽減の制度があるからいいのではないかというようなことで、

何とか納得してもらおうというようなことのようですけれども、そのような軽減制度がつ

くられています。これの活用規模に係わる申請件数。それから申請した結果、減免の適用

になるという件数について教えていただきたい。 

 ５点目になりますけれども、今回大きな特徴になりますけれども、自立支援医療という

形で更生医療あるいは精神障害者の医療というようなことも一本化されるというようなこ

とになります。その医療費の負担がこれも定率になると。これについての対象者の申請件

数と対象者数、これの数値についてお示しをいただきたい。 

 ６点目に、町内で運営されております、障害者施設として機能しております「たんぽぽ」、

これについての影響がどのようになるかという点でお伺いをしたい。 

 ７点目に、地域生活支援事業として、ここに「たんぽぽ」等の位置づけというふうに書

いてありますけれども、現在は「ほんわか堂」と「たんぽぽ」が合併するというふうな話

になっていますけれども、まだ９月の末まで継続するというような状況内容ですけれども、

それらに係わってこの事業の中でどのような位置づけをするのかと。また、この障害者支

援制度は障害者福祉計画。これを樹立するということが、大きなテーマになっています。

この福祉計画で、どのように地域の活動を発展させるか。また、発展に必要と思われる北

海道の福祉計画。この計画にどのように反映させるために努力されるのか伺いたい。 

 ８点目になりますけれども、先ほども少し申し上げましたけれども、障害者自立支援法

の最大の問題点は、応益負担の導入で利用者と親の負担が増えること、入所、通所施設の

運営の公費負担削減での運営に対する不安にあるというふうにされています。ここに４点

ほど問題点を列記しています。 

 まず１つは、運営の困難として、人件費の削減で指導員などが減少するのではないかと

いう不安。 

 ２点目は、障害が重い、多くのサービスが必要な人ほど負担が重いと。そういう制度だ

という点。 

 ３つ目は、がんばって働いて収入を得るほど軽減されないという側面を持っているとい

う点であります。 

 ４つ目は、障害を持つことを自己責任として、働く、生きる権利を奪うと。このような
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性格を持っている制度だというようなことで、障害者などから批判、評価されているとこ

ろでありますけれども、福祉を預かる行政の責任者として、執行者としての所見を伺いた

いと思います。 

 ９点目は、施設入所者と家族の的確な状況の把握、また状況に応じた負担軽減の検討が

必要でないかという点で、どのように考えておられるか伺いたい。 

 以上です。 

○議長（柴田喜八君） 町長 

○町長（深見定雄君） ただいま障害者自立支援法につきまして、９点のお尋ねがありま

したのでお答えいたします。 

 まず、１点目の「障害区分判定結果の状況について」のお尋ねですが、障害程度区分判

定は、この４月に北見市、置戸町と共同設置した「北見地域障害程度区分認定等審査会」

において判定を行うことになりますが、自立支援法の経過措置によりまして、程度区分の

判定を必要とする「介護給付費」「訓練等給付費」等は、本年の１０月から実施するとされ

ていることから認定審査会が開催されておらず、現状では判定結果をお答えすることはで

きません。 

 ２点目の「現在の判定区分別のサービス受給状況」につきましても、認定審査会が開催

されていないことからお答えすることができない状況にあります。 

 また、３点目の「障害区分判定で施設サービス受給の対象外と判定され経過措置対象者

になるケースの発生状況」と４点目の「負担軽減制度の活用の申請件数、減免適用件数」

につきましても同じ理由でお答えすることはできませんが、平成１８年１０月１日時点で

現に運営している施設は、平成２３年度末までは従前の形態での運営が可能であるほか、

平成１８年９月末時点で施設に入所、あるいは通所している利用者は平成２３年度までの

間は継続的に利用が可能となっています。 

 また、施設が新体系に移行した場合、利用者が障害程度区分の要件に該当しない場合で

あっても、平成２３年度までは引き続き利用が可能であるとされています。 

 負担軽減制度につきましては、該当者がある場合は制度が適切に受けられるよう対応し

てまいります。 

 これらの４点のお尋ねには、障害程度区分の判定が行われていないことからお答えする

ことができませんでしたが、１０月からの制度運用に向けて今後事務を進めてまいります

ので、近いうちに状況をお示しすることができると考えておりますのでご理解を賜りたい

と思います。 

 次に、５点目の「自立支援医療の申請件数と対象者数」についてのお尋ねですが、自立

支援医療は障害に係る公費負担医療制度の再編として、本年４月から新体系に移行してお

り、支給認定の手続や利用者負担の共通化などが図られております。 

 本町での自立支援医療受給者証交付状況は、精神通院公費５１名、更生医療１０名とな

っておりますが、該当者に対し事前に通知を行い、申請を受け交付しております。なお、

育成医療に係る自立支援医療の申請は、保健所の所管となっていることから受給者証の交

付状況は把握しておりません。 

 次に、６点目の「町内の障害者施設として運営されている“たんぽぽ”への影響は」と

のお尋ねですが、地域共同作業所“たんぽぽ”は、法定外の無認可施設として運営されて
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おりますが、訓子府町における心身に障害のある方のよりどころとして重要な役割を果た

してきたと認識をしております。 

 しかし、障害者自立支援法の施行に伴い、今までの国庫補助金が廃止されるなど運営が

困難な状況となるため、母子健康センターで活動を続けている“ほんわか堂”と合併し、

第２種社会福祉事業として法人格を取得し運営を継続することが可能であると考えている

ところであります。 

 また、関連して７点目で「地域生活支援事業として“たんぽぽ”の位置づけと、障害者

福祉計画でどのように発展させるのか。また、北海道福祉計画にどのように反映させるの

かとのお尋ねですが、障害者自立支援法では市町村の地域生活支援事業として「障害者等

につき、地域活動支援センターその他の施設に通わせ、創作的活動または生産活動の機会

の提供、社会との交流の促進などの便宜を供与する事業」を行うものとされており、第２

種社会福祉事業として法人格を取得した後は、法に定める地域活動支援センターと位置づ

けるものと考えております。 

 また、障害者福祉計画につきましては、障害者基本法に基づく「障害者計画」と障害者

自立支援法に基づく「障害福祉計画」を平成１８年度末までに一体的に策定することが義

務づけられており、その策定の準備にかかっているところですが、皆様のご意見を伺いな

がら、計画の中で訓子府町における障害者の生産活動や交流の場として、重要な位置づけ

がなされるものと考えております。 

 次に、８点目の「障害者自立支援法の最大の問題点として、応益負担の導入で利用者の

負担が増えること、施設運営に対する公費負担削減などによる不安に対する行政の執行者

としての所見は」というお尋ねですが、自立支援法の背景の一つには、従来の支援費制度

による利用者が想定を大きく上回り、財政事情が厳しくなったことが挙げられており、こ

うしたことから利用者の原則１割負担の考えが導入されたものと認識しておりますが、こ

のことによって財源が確保され利用者を増やすことができることから、主要な障害者団体

が法律の早期成立を求めたとも報道されております。 

 こうした福祉制度の財源確保の問題については、単に障害者自立支援法の問題にとどま

らず、年金・医療・介護保険制度など社会保障制度全体の枠組みを今後どのように考えて

いくのかという大きな問題でもあると認識をしており、一概にお答えすることができませ

んが、いずれにいたしましても障害のある方たちが安心して暮すことができる仕組みづく

りが必要であると考えております。 

 次に、９点目の「的確な状況の把握、状況に応じた負担軽減の検討が必要でないか」と

のお尋ねですが、施設入所者とその家族に対しましては、行政としてその状況の把握はし

ておりませんが、先にご説明したとおり、本年度において障害者計画、障害福祉計画を策

定する予定としており、この計画策定にあたってアンケート調査などを行い、さらに的確

な状況の把握に努めてまいりたいと考えております。 

 また、負担軽減につきましては利用者負担の上限設定があり、入所施設やグループホー

ムの個別減免、高額障害福祉サービス費の支給などの措置もありますので、過重な負担に

ならないよう設定されているものと考えております。 

 しかし、利用者負担の増加により施設退所者が増えてくるとも報道されており、今後本

町における施設入所者の状況を見ていく必要がありますが、軽減措置の実施予定がある地
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方自治体はわずかなうえ、北海道としても現在のところ軽減措置を行う考えはないとして

いることから、今後の状況を見極めながら対応したいと考えております。 

 以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 現在までの障害者自立支援法での町としての対応と言いますか、

まだ実際に機能するまでに至っていないというような状況にあるというようなことで、１

から４までは後日に明らかになるというような状況だという報告がありました。いずれし

ましても、この障害者自立支援法ができて、これらの項目で示したものが一つひとつ障害

者の供給サービスとつながってくるというようなこともありますし、実際に事務の状況が

どうなるのかという点で言いますとなかなかわからないと。判定結果が出てびっくりして

いる人も中にはいるようですけれども、そういうような状況もあるというふうに伺ってい

ますので、できるだけ早い機会にこれらの事務的な手続きが終わっていかんなく制度に入

れるように、まず準備をしていただきたいなと。 

この４までの質問項目に係わってお伺いしたいのですけれども、前段の予算質疑の中で

町外の施設入所者の係わりで２８分の２３の方が、いわゆる障害の判定区分による施設入

所で、今後どのようになるかというようなことがすでに決まっているというふうなお話が

ございました。あとの５名の動向が運営している施設が経過措置の中で、とりあえずその

状況後にどうなるかわかってくるというようなお話がありました。 

ここでも述べましたように、この障害者自立支援方法の公費負担の削減が施設の運営を

困難にしているというような状況の中で、施設として運営できないというようなことでず

いぶん困っている施設があるというように伺っています。この５名の方が現在にそのどん

なような施設に入っておるのかわかりませんけれども、そういう困難な状況を持っておら

れる方なのかどうかですね。この機会に伺っておきたい。 

それからもう１点は、施設に係わってこの障害者自立支援法の一つの眼目であります脱

施設と言いますか、いうようなことが一つのねらいだというふうにも報道されています。

いわゆる脱施設で生活できるという状況であればいいのですけれども、実際には施設から

の締め出してないかというように批判もされているわけですけれども、そういう点で施設

からの締め出しということが起こらないように、ぜひ訓子府の福祉行政を預かる担当とし

て気を配っていっていただきたいなというふうに思うのですけれども、これについて伺い

たい。 

それから、先ほどの自立支援医療の関係について伺います。すでに医療関係に必要な手

帳の交付を終わっているということで、５１名の方の町民が交付を受けている。それが更

生医療の関係では１０名の方が受けていると。いずれも大変だと思うのですけれども、特

に更生医療の関係は主に血液に係わる医療と言いますか、そのようなことでなかなか頻度

が高くなりますと大変お金がかかるというようなこともあります。今までは道の制度もあ

りまして、１割の負担ではなかったのですけれども、今度は同じひとくくりにして１割の

負担にするというような状況になったというふうに伺っています。そういうことを考えま

すと、障害者でまず仕事が十分にできないというような状況の方や、それから更生医療の

対象になっている方、大変だろうなというふうに思うのでけれども、そういう点でこれら

に係わる減免の適用申請も当然あがっているのではないかなというふうに思うのですけれ
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ども、先ほどたぶん答弁なかったのでないかなと思いますが、この点についてぜひ教えて

いただきたい。 

それから、障害者施設の「たんぽぽ」についての関係で再度お伺いをしたい。影響につ

いては、補助金の削減で運営が困難になるのではないかというようなお話もありました。

それから地域の中心的な障害者施設として存続するためにＮＰＯ法人に移行するというよ

うなことで、「ほんわか堂」と一緒になるというお話がありました。特に私はこの障害者施

設の運営が訓子府としては関係者の努力も非常に大きかったのですけれども、合わせて町

としての考え方が大きな支えになったのではないかというふうに考えています。町として

は、誇るべき施設でもあったのでないかなというように思います。そういう点から言いま

すと、この組織の努力とそれから町の支援とが必要で、それが引きこもりがちがった方を

引き出したり、社会参加させる、そういう機会にすることができたと。非常に町としては、

評価できることだったのではないかなというように思うのですけれども、そういうことを

考えますと、ぜひ継続して障害を持った方たちが、これらの法人組織を通して社会参加が

継続してできるように、働く喜びを感じることができるように、続けていってほしいもの

だというように考えているのですけれども、そういう点から言いますと、いろんな困難も

ありますでしょうけれども、ぜひ町としても今回のＮＰＯ法人に移行に係わっても、どの

程度お手伝いできたかわかりませんけれども、もし両面でぜひ継続できるように応援すべ

きでないのかなというように思っています。 

今から何年か前に国際障害者年がありました。ノーマライゼーションということで、障

害者に優しい町が健常者にとっても住み良い町なのだというようなことで取り組んだ経過

がありますけれども、そういう点を考えますとぜひこれらの障害者の方たちが元気で生き

ていけるようにしていただきたいなと思うのですけれども、その点について町としてどの

ように考えておられるのか伺いたい。 

 それから、その次の障害者自立支援法の考えの中で、なかなかこれについては簡単に答

えられないと言いますか、所見を述べられないというお話がありました。 

私、以前に「やまびこの手」ということをお話した経過があると思います。いわゆる一

つの制度をつくって、それをどんどん波及させていくという点で言いますと、医療制度し

かり、介護保険の制度しかり、今回は障害者の制度も同じような形で後退をさせるという

ようなことでどんどんいろいろな困難を抱えたり、障害を持っている方の生きにくい社会

になっていくと。そういう点から言いますと、過去に町長は自民党の代議士の秘書時代も

ありましたので、それも合わせてこういう世の中はどのように見ておられるのか。ぜひ、

この機会に伺っておきたいなと思います。 

 それから最後の９点目なのですけれども、施設入所者が施設から施設に継続して入所で

きないという状況にしないために、ぜひその負担軽減をお願いをしたいというようなこと

で質問をしたのですけれども、状況を見てという話でありました。 

今回の予算審議の中にありましたけれども、２８名の方が町外の施設に入っておられる

ということなのだと思いますけれども、今の時代、障害を持っていると重ければ重いほど

なかなか社会参加できないと。こういう施設を通して社会参加するということ以外はほと

んど道がないと言いますか、そういう状況になりつつあると。そういう中で、施設を出さ

れると途方に暮れるということになると思います。そういう点からいいますと、わずか定
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率負担の１割と言いますけれども、それが本人に与える影響、家族に与える影響を考える

と、状況を間違うと完全に社会参加を閉ざしてしまうという結果につながるのではないか

というふうに心配するのですけれども、そのような心配は持っていませんか。その点につ

いて伺いたい。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） ただいまの障害者自立支援法につきまして、何点か再質

問をいただきました。 

それで最初に、早い機会にその事務の準備をということでのお話がございましたけれど

も、ここのところ法の経過措置もございまして、１０月実施ということで今北見市と置戸

町と足並みをそろえて進めるということで、今認定審査会なんかの立ち上げを北見市の方

に依頼しておりまして、現在調整中でございますので、まずもってご理解をいただきたい

というふうに思います。 

それから次に、先ほどの予算審議の中に出てきました２８名が施設入所で、今回予算計

上２３名ということでお話をさせていただきましたけども、今日の私の説明がちょっとま

ずかったのかなと思いますけれども、まず、２８名の方が現在に施設に入所していてこの

対象になると。今回予算計上させていただいた２３名の部分につきましては、決まったと

いうことではなくて、今後調査判定をしていくための予算を今回計上させいただくという

ことでご理解をいただきたいと思います。それで残り５名につきましても、これは経過措

置ということではなくて、経過措置というご説明を申し上げましたけれども、これは５年

間の猶予があるために新体系に移行しない施設もあるだろうと。その分が５名程度、経過

措置として、本年度中に判定の必要がないだろうという見込みだということでご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

そういう意味で、その次に質問のございました施設として運営できない困難な状況をそ

の５名の方が持っているのかというご質問だったと思いますけれども、そういう意味で申

し上げれば、この５名がその困難な状況に直面しているという意味ではないというふうに

とらえていただきたいというふうに思います。 

それから次に、今回の制度改正が脱施設がねらいであると報道されており、その施設か

らの締め出しを起こらないようにということでのお話がございましたけれども、少なくて

も本町出身の入所者の方々に対しては状況を細かく把握しながら、そういう困難な状況に

陥らないような措置を考えてまいりたいというふうに思います。 

 それから自立支援医療の関係でございますけれども、今受給者証を発行しているのが合

わせて６１名というお話をさせていただきましたけれども、その中での更生医療の部分で

ございますけれども、状況としては大変な状況な方もいらっしゃるのかというふうには考

えてございますけれども、これは一概に今回１割負担が導入されたことによって、一概に

個人の負担が増える方もいらっしゃいます。一例をあげさせていただければ、人工透析の

場合でございますけれども、例えば所得段階でいけば、これ本当に例えばの話なのですけ

れども、現行の支援費制度で通院されていた方は月額６，２５０円の自己負担が月額５，

０００円の上限額になるという場合もありまして、１割になったことによって逆に負担が

減るという方もいらっしゃいます。こういう方ばかりではないので、負担が重くなる方も

確かにいらっしゃいますので、大変だなという状況はあるのかなというふうな認識はして



 - 48 - 

いるところでございます。 

それから、その中で減免の申請の状況ということでございますけれども、まず今回の部

分でいけば、軽減を受けられる一定所得以下の部分で言いますと、この６１名のうち８名

が生活保護ということで負担が０ということになってございますし、それから低所得１の

負担上限月額２，５００円の方が９名いらっしゃいます。それから低所得２の負担上限月

額が５，０００円の方も５名いらっしゃいます。そのほかに中間所得層ということで何段

階かに分かれておりますけれども、そこら辺の適用を受けている方もかなりいらっしゃい

ます。更生医療と精神医療合わせて中間所得層でちょうど３０名いらっしゃるということ

になります。 

それから共同作業所「たんぽぽ」のご質問ございました。今私どもが考えてございます

のは、共同作業所につきましては先ほど町長からお話をいたしましたように、補助金の削

減とかそういう部分で今の共同作業所の運営ができなくなるということで、共同作業所と

してはＮＰＯ法人に移行して活動を続けていきたいというふうなお話も伺ってございます

ので、そうなった場合、北海道地域活動支援センター等事業補助金という新しい制度ござ

いましてこの中で補助が受けられるという、国・道の補助が受けられるということで、補

助基準額、国・道合わせての７５０万円ほどの補助が受けられるということで、町といた

しましても現行の共同作業所に今までの道の補助金に上乗せ補助をしてまいりましたけど

も、現行の共同作業所と同じ考え方を持ちまして町として支援をしていきたいと。 

それから地域活動支援センターという部分では、これは本来町が実施しなければならな

い事業ということでございます。それを今度のＮＰＯ法人に委託をするという形で進めて

いきたいというふうに考えております。 

それから、施設入所者で入所できない状況にしないための負担軽減をということでござ

いますけれども、この負担軽減につきましては今はっきりしたことを申し上げられません

けれども、先ほども言いましたように、本町出身の施設入所の方々の状況を見守っていく

必要があるというふうに考えていることと、それから近隣とか、先ほど町長申し上げまし

たように、実際その負担軽減独自に行ってきているというのが、例えば北海道内でいえば

帯広市しかないとか、そういう状況もございまして、もう少し状況を見極めた中で検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

 以上、お答えを申し上げましたのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 私も非常に心配をしておりますこの障害者自立支援法の絡みでご

質問をいただきました。 

私も田中議員と同じような考え方も持っている１人でございますが、障害者の方、好ん

で障害者になっているわけではないのですよね。障害者も健常者も安心して暮らせる社会

づくり、これが大事だと思いますので、そうした観点で自治体としてもできるだけの努力

はしていきたいとそのように考えております。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） いずれにしましても、たぶん町長にしたら役場の庁舎を造って、

いわゆる障害者の方が働く場所を提供できたということで、ある面では町の福祉行政に係

わって、新しい分野での力を発揮したというふうに本来評価されてもいい施設だと思いま
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す。この施設が継続してがんばって活動できるように、ぜひ心を砕いていただきたいとい

うように思います。そういう点では、たぶん私と同じ考え方でないかと。これはたぶん町

も相当評価されて、いい今までの状況でなかったかなというように思いますので、その点

もぜひ頭の中に置いて見守ってあげたいなというふうに思っています。 

最後にこれに係わって、北海道ではなかなかその施設入所者に係わって財政支援をして

いるところがないというお話がありました。確かに、北海道を探してもなかなかないので

すね。ただ、東京近辺の東京都の中にある市などは結構障害者の今回のこの支援に係わる

負担軽減を実施しているところが多いということもありますので、機会があったらぜひそ

れらを参考にして適切な対応をお願いしたい。時間もありませんので、次に移りたいと思

います。 

 町民の健診についてということで、通告をしています。 

 ここにもありますように、厚生労働省は、２００８年から４０歳以上の人を対象に生活

習慣病の健診と保健指導の実施を市町村、健保に義務づけの方針と報道されています。在

宅での健診や健康度のチェックが可能な健診の制度。問診票を配付して、それに書き込ん

でもらって一定のソフトを使ったコンピュータ分析、さらに簡易なキットを利用した血液

の採集。これらを使って、宅配便を使っているところもあるようですけれども、これらの

生活習慣病の判定をして、それらに対応する施策をとっているというようなところも何が

しかあるようでありますけれども、そういうことで国も国保や医療関係の費用負担軽減の

ためにこれらの対策に打ち込むというようなことなのだろうと私思います。ここにもあり

ますように、コンピュータ分析、簡易なキットを利用での血液採集の導入などを制度の先

取りになるかもしれません。これを検討して、俗に言うメタボリックシンドローム、高血

糖、高血圧、高脂血症。この状況の判定やそれに対応する予防対策、あるいは保健指導、

これらが可能でないかなというふうに考えているのですけれども、たくさんお金がかかる

ようでもありませんので、これらを検討してみてはどうかと思うのですけれども、これに

ついて伺いたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 町民健診について、「在宅での健診や健康度のチェックが可能な健

診の制度を導入してはどうか」とのお尋ねですが、厚生労働省が２００８年度から健康保

険の運営者に対して、新しい健康診断を４０歳以上の加入者への実施を義務づけるとの報

道がなされておりますが、国や北海道からの通知はなく、町としては具体的な状況は把握

しておりません。 

 また健診の方法について、在宅での健診が可能になれば受診率の向上にもつながると考

えられることから、簡易な検査キットを導入することには一定の効果が期待されると考え

られますが、病院や集団での健診などと比べると精度が劣る場合もあると言われており、

また導入している自治体も少ないため、今後の研究課題になるものと思います。 

 従来から、心臓病や脳卒中など生活習慣病の予防のための健康診査を実施しております

が、町民の健康維持のため、今後も国や道の動きを見ながら一層の健診体制の充実に努め

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） この報道の中にも検査の信頼性と言いますか、信頼性が十分認
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識できるようなまだその状況までいってないのではないかというようなことがちょっと書

かれてはおりました。 

ただ、今の町民健診の状況から見ますと、これ以上健診が必要であってもなかなか健診

を受ける人が飛躍的に増えると言いますか、爆発的に増えると言いますか、そんなような

状況になかなかならないというようなことを考えますと、いわゆる今の多くの病気の最大

原因と言いますか、最大要因と言われておりますこの生活習慣病。これをどうやって予防

したり、そのための対策を立てるかと言いますと、比較的取り組みやすい方法ではないの

かなと。 

今までのいろいろな町の予算見ていますと、いわゆるコンピュータのプログラムに関わ

るその関係の費用が非常に大きいので、その点はちょっとお金かかるなというふうには思

いますけれども、それ以外は比較的あまりお金かけないで、もしかしたら普及できて血液

採集キットもなんか聞きますとちょっとその爪の間に刺して血液を採取すると言いますか、

そんなようなことで自分でもちろんできるというようなことですから、ぜひ研究課題とす

ると、合わせて参考にして、どこかやっているところがありましたら、たぶんもうおそら

く北海道に入ってくるのではないかなと。健保組合なんかでは、これをモデルに取り組ん

でいるところもあるようです。そういうものを見る機会がありましたら、ぜひこれで効果

があるのであれば、やるということも必要ではないかというふうに思いますので、そうい

う点で前向きにぜひ取り組んでいただきたいなと。これについては、どうです。勉強して

いますか。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 今議員言われましたこと、前向きに検討をさせていただ

きたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 時間ちょっと残しましたけれども、あとの調整の時間もありま

すので、これでやめたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君の質問が終わりました。 

 ここで午後７時５分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ６時５４分 

再開 午後 ７時０５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次は２番、安藤義昭君の発言を許します。 

○２番（安藤義昭君） 私のほうから２点ほどお伺いをいたします。 

１点目、ふるさと銀河線の廃線に伴う町道整備、また信号機の設置についてということ

でそれぞれ通告をしておりますけども、１点目の西１７号線、いわゆる日出のですね。訓

子府相内線踏切整備をすべきでないかと思います。それで特に日出と、それから相内線に

つきましては踏切が勾配がきつくて、また南１２線と町道の北２号線の間が大変近いとい

うようなことで、それぞれここに通告をしております。 

 次に、交通事故の多発が予想されることから、町道相内線、南１２線との交差点に信号
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機の設置してはということで、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に３点目、西２５号線と南１２線との交差点に信号機を設置してはどうかということ

で、これは道道でございますけども、この辺もお伺いをしたいと思います。 

 次に、４点目の道道訓子府停車場線。駅前ロータリーから直線で、南１２線に車を通り

抜ける道路の整備をしてはということで、それぞれ４点をお聞きしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま、ふるさと銀河線の廃止に伴う町道の整備及び信号機の

設置についてご質問がございました。 

 まず、１点目にお尋ねのありました「西１７号線及び訓子府相内線踏切の整備をすべき

でないか」につきましては、議員が心配されるようにふるさと銀河線の運行廃止に伴い、

踏切の撤去工事後、路面の凹凸の表示標識と特に危険と思われる西１７号線、西２１号線、

相内線の各踏切には「踏切廃止により視界悪し」の標識を設置して、交通安全対策に努め

ているところでございます。 

 また、ご指摘の町道西１７号線と町道相内線につきましては、鉄道敷地が盛り上がって

いるため見通しが悪く、危険な箇所であると認識しておりますので、今後安全対策に配慮

しながら道路の縦断線形改良に向け、検討を進めたいと考えております。 

 なお、町単独費による整備につきましては、財政的な問題もありますので補助事業によ

る実施も念頭において、道とも協議を進めたいと考えておりますのでお時間をいただきた

いと存じます。 

 次に、２点目及び３点目にお尋ねのありました「町道南１２線交差点に係る信号機の設

置」についてお答えいたします。 

 ご質問のありました町道南１２線と町道相内線との交差点には１灯式信号機が設置され、

道道北見白糠線との交差点は、信号機がなく町道南１２線側に一時停止の標識が設置され

ています。 

 近年、町道南１２線が市街地の道道を避けるバイパス的な利用により、交通量が比較的

多く、各踏切が整備された後の走行状態等により各交差点における交通事故の発生も心配

されますので、警察及び公安委員会に信号機設置を協力に要請してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、４点目にお尋ねのありました「道道訓子府停車場線から南１２線までの道路整備

について」でありますが、駅前ロータリーにつきましては、バスの旋回場所を兼ねたバス

停として利用しており、ここを車道として整備することはバスの安全運行上、支障がある

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） 前向きな考え方ということでご理解をしたわけですけども、訓子

府駅はご存知のとおり明治４４年ですか、いわゆる国鉄時代から見ると９５年ばかり経っ

ているわけなのですけども、国鉄から銀河線に第３セクターということでなりまして、そ

の当時からはこの銀河線よりまだまだ赤字路線のところがあったわけなのです。いってみ

れば、札幌の学園都市線ですか、医療大学から新十津川間、それから石勝線、それから夕

張‐新夕張間だとか、留萌線の深川‐増毛間ですか、そういったこの銀河線よりも、まだ

まだ赤字路線の多いところが廃止、また第３セクターということで考えられなくて、当時
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この元の網走本線が廃止路線ということで、そして銀河線ということになったわけですけ

ども、私はこれらそれぞれの考えたときに、今の訓子府のロータリーのところの駅、旧駅

と言いますか、今の駅跡ですか。これは町の核としてこれから考えていかなければ、この

訓子府も過疎化に進んでバスを運行するにも、これいずれ町長考えておられるかどうかわ

かりませんけども、乗客が乗らないことには民間会社ですから、そのものによっては運行

減ということもなろうかと思います。そういったことを考えた場合に、当初この駅舎をつ

くるときに議会でもいろいろと議論をしたわけなのですけども、その駅前をまっすぐ、い

わゆる末広線まっすぐ南１２線に抜けることも考えたらということで、いろいろと議会で

論議した結果があります。結局は現在のとおりの道路になったわけなのですけども、もし

これができないというのであれば、東１丁目線または西１丁目線等々について、それぞれ

今後のまちづくりにかかわっての考えをお聞きし、またこれらの町道に対する整備という

ものを考えなければならない時期が来るのでないかと思うわけなのですけども、その辺の

考え方、もし持ち合わせがなかったら別として、私はその駅前の末広線から南１２線に抜

ける道路がもしできないのであれば、そういったことも視野におきながら今度のまちづく

りに考えてはどうかと、このように思うわけですけどいかがでしょう。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま銀河線廃止に伴いまして、駅前停車場線をまっすぐ抜

くことができなければ別な路線での南１２線へのアクセスを考えてはどうかという、非常

に建設的なご意見をいただきました今。 

今後、国鉄の用地の処分等々が進んでまいりまして、この跡地利用等も含めて十分検討

していかなければならないと思いますので、その時点で、ただいまいただきましたご意見

も含めて検討させさせていただきたいと存じますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） わかりました。ぜひ、そういったこともまちづくりの１点として

今後考えていただきたいと、このように思います。 

それでは、先ほど質問をいたしましたそれぞれの踏切の勾配の関係ですけども、これは

町単独でできないということもありますし、そういった補助等の優遇というものも考えな

ければならないということになると、道もなかなか大変なことだと思います。そういうこ

とになれば、ふるさと銀河線がまだ名前の残っているうち、今月２４日に総会をやるとい

うことなのですけども、このあと清算人を選任して清算人会でそれぞれ考えていくという

ような午前中のお話もありました。そういったことを考えた場合に、ぜひとも早いうちに

南１２線、そして、今までの踏切をまたいできた北２条線ですか、それを結んだ線路の勾

配、それをなくすために今のうちにその銀河線と、またふるさと銀河線の会社なり、清算

人会に今のうちに注文をつけて、ぜひ早いうちにやっていただきたい。まして、こういっ

た田舎の町がこの広い広大なところの町が、それぞれ町の本当に一部のところで勾配のき

つい、また、それをわずかに２０メートル降りてきたところに急な勾配があるということ

になると、今後考えたときに交通事故また人身事故ならぬ死亡事故というものが当然出て

くると。このように心配するわけですし、そして通学道路等の考え方もあります。それぞ

れを考えたときに、その整備をいち早くしておかなければ、犠牲者の出ないうちにという

ことを考えたときに、一つこの辺を今の北海道、ふるさと銀河線、またその後の清算人会
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等にぜひとも働きをかけて、いち早い整備をするのがこれからのまちづくりの一つでない

かと思うわけですけれども、その辺をお伺いしたい。このように思います。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま、ふるさと銀河線の踏切の関係で再質問いただ

きました。 

この踏切の勾配改良につきましては、当然道路の安全対策ということでは必要だという

認識で町としても考えてございますので、あと今安藤議員からお話のありましたその銀河

線の用地に関しましては、当然道路という公共的なものに使う場合につきましては、一定

程度配慮いただけるというふうに思いますので、むしろ用地の問題というよりも、先ほど

町長からお答えしました財源対策ということで、全額を町費でやるというのは非常に難し

い状況もございますので、今後、訓子府町以外でもこうした事例のところがございます。

そういったもの一括して、例えば道のほうにお願いをして補助いただくだとか、そういっ

た道もちょっと今模索をしている最中でございますので、もうしばらく時間をいただきた

いというふうに思います。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） いわゆる町単独で、お願いをするということは視野が狭く感じる

からそれで大変だと思うし、またなかなかそれも進んでいかないということに思います。

ですけども、町・市、そこらも実態も考えていることだと思いますけども、それを待って

いると言ってみれば２年も３年もかかるのです。それを今いち早く手を挙げて、そして、

早いうちにそれぞれの清算人会並びに北海道、銀河線等の会社に、今からそれぞれの趣旨

という中身を話して、その今の答弁だったら「そのうちに」ということ。それぐらいだっ

たら私でもできる。そうでなくて、あなたたちはプロのいわゆる事務屋です。町民のそれ

ぞれの考え方を黙っていても受け捉えるような立場のものであるのだから、一つその辺た

だ道が待っているとか、町が金ないから補助金でやるとかではなくて、いち早く手を挙げ

てその辺を早くテーブルに乗せて、よその町を考えることはないです。我が町のことを考

えて努力をしていただきたいと、このように思うわけですけどいかがでしょう。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 先ほどの私の解答でちょっと不十分な部分がございまし

たので、再度お答えをさせていただきたいと思いますけれども、銀河線の用地の関係につ

きましては、確かに清算人会というところで最終的な処分については決定されますけれど

も、今回ご質問いただいております道道に係わる用地、踏切の部分につきましては、銀河

線の会社的な問題というのは非常にクリアしやすい事項でありまして、特に問題にはなら

ないと考えております。 

先ほど言いました線形改良と言うのですか、要するに路面を引き下げることにつきまし

て、その単独の費用でやるというふうになりますと非常に財政的な負担が大きいというこ

とで、補助を模索しているのですけれども、来年に実施しないとかというのではなくて、

今その道の方とどういった補助メニューがあるかだとか、あと関係する沿線の市・町でも

同様の事例あります。それを一体的に整備するということも道としてはありますので、そ

うした今検討を進めているということで、そうした意味で若干お時間をいただきたいとい

うことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） 若干の時間をいただきたいということはわかります。ですけども、

北国のああいった、今は住み慣れた１１０年から、そして、銀河線ができて鉄道ができて

９５年も生活に慣れた踏切を今まで勾配がなくて、そして踏切で止まって、そして坂道を

降りるのでも、いわゆる発進時速というのは１０キロ、２０キロで、それぞれ発進すると

いうことになれば、今まではそれで良かったかもしれない。これから全く、信号機の話は

あとでしますけども、これからは踏切がなかったらわかっていると思うけども、そのまま

来るのですよ。そうなれば、旧相内線でしたら下から行っても南から行っても、これは目

に見えてわかると思います。そして、あそこ先ほども言いましたけど通学路。それに保育

所・幼稚園等の登園・登校に今お母さん方がそれぞれ送り迎えをしております。そういっ

たことを考えたときに、これは冬凍結したときのものを考えて、しつこいようですけども、

いち早く訓子府は訓子府のその考え方で、金がなければないでそれぞれのやり方というも

の、また試案を練るのが企画の考え方、企画の仕事でないかとこのように思うけども、考

え方を、何も課長に聞いているわけではないですから、町長に聞いているのですから、そ

ういった考え方をぜひもう一度ご答弁をいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） レールがなくなって、確かにあの部分については危険であるとい

うことは私もちょっと心配をしていたところでございます。 

財政的な問題も確かにありますが、今安藤議員のおっしゃることも十分理解をしており

ますので、できるだけ早くそうしたトラブルが起きないように最善を尽くしてまいりたい

と思います。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） これどうも質問するほうと答弁するほうの考え方というのがあま

り似たらうまくないのですね。 

これ今、町長わかりました。ただ今後、南１２線の交差点、いわゆる旧相内線、それと

西２５号線の道道ですか、いつも言う遠藤商店の交差点。これは踏切が近くて、今までい

ろいろな話しを、またいろいろ地域からも要望がありました。ですけども、これは公安委

員会のほうでは、踏切が近くて大型トレーラーは信号機で止まると後ろが支えるというよ

うなことで地域の理解を求めてまいりましたですけども、今後言っていただければ西２５

号線もそうですし旧相内線、この交差点もいち早く信号機をつけて点滅でなくて正規な信

号機をつけるように公安委員会等に働きかけをしなければならないのではないかと、この

ように思います。踏切の勾配をなくす、これはすぐやれないのであれば信号機ということ

も考えて、あそこでは止まると止まらないではものすごく違うのです。 

そういったことを考えて、特に日出の西１７号線の踏切。あそこに信号機が必要か必要

でないかは別として、今それぞれ町では実費で看板をかけたりなんだりしておりますけど、

これもやがてはもう立てた看板が剥げて、半分以上見えないようなところもあります。だ

から、そういったことになるからいち早くああいった危険場所のところは、一つの努力を

して信号機の設置にそれぞれの機関に働きかけをしていただきたい。この辺どう思います

か、お伺いします。 

○議長（柴田喜八君） 総務課長。 
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○総務課長（山田日出夫君） 今、踏切との関係で南１２線の交通事故が懸念されるとい

うことで議員からお話がありました。 

町の認識も議員と全く同じであります。今までは踏切がありまして、一定程度スピード

等も抑えられた中で南１２線の交差点を車両が通過していた現状にあったと思います。踏

切がなくなれば、南北からの通行車両は当然今まで以上にスピードが上がるでしょうし、

ましてや今のところちょっと見通しが悪いという中では、大変交通事故を心配しているも

のであります。直ちに関係機関、特に公安委員会ですけども、信号機の設置を強く要請し

てまいりたいと思いますし、看板等の不備につきましてはすぐ対応をしてまいりたいと考

えております。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） 交通事故というのは何でもそうですけども、これは運転者、歩行

者、それぞれ規則を守れば事故が起きることはないのです。ですけども、その守れないの

がこの人間なのですね、頭の構造と言いますか、体の構造と言いますか。町もそういうも

のは認識しているということですので、一つその辺これから犠牲者の出ないうちに、関係

機関に働きかけて何らかの手を打っていただきたいとこのように思いますので、もう一度

真剣にご答弁をいただきたいとこのように思います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） 安藤議員さんがご心配されることは十分我々も認識してござい

ますので、不幸な事故の起きないうちに、少しでも早い時期に実現するように努力をさせ

ていただきますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） しつこいようですけども、少しでも早いうちにとこう言われたわ

けですけども、言ってみれば大体どのくらいで、何年ぐらいでどうなるとか、何ヵ月ぐら

いでどうなるとかという目途はついていないと思うけども、努力次第によってはこうなる

のでなかろうかというような、もし考え方があったら。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） これは相手のあることですから、今私からいつまでにというこ

とを明確にご答弁することは差し控えたいと存じますけれども、何回もしつこく申し上げ

るようでございますが、少しでも早く実現するようにこん身の努力をしてまいりたいと思

いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） この西１７号線、また旧相内線、それから西２５号線等の踏切跡

の道路整備につきましては、極力早いうちにこん身を込めて、犠牲者の出ないうちにそれ

ぞれの整備をしていただかなければならないのではないかと思うわけですけども、一つそ

の辺の努力をしていただきたい、このように思います。 

それでは、次の２点目に移りたいと思います。２点目ですけども、深見町長の次期町政

への執行についてということで、通告をしております。 

 ３月定例町議会で、上原議員の答弁の中で「合併問題や財政問題など、訓子府の将来の

あるべき姿をどのように追い求めているかということであると考え、それらの課題を念頭

において、今後後援会、また各方面の方々に相談をし、次期町政については、しかるべき
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時期までに結論を出さなければならないということで認識をしている」ということでした。 

深見町長も今までそれぞれ平成３年に「いきいき、はつらつ、心のかようまちづくり」

というような柱をモットーに、それぞれバイタリティーに飛んだ町政執行にあたっては、

私も評価をしております。本当に１期目、２期目につきましては、満点は１００点でも町

を担わしたそれぞれの声も沈静化するごとく、町政執行に真剣にあたって参った。私はそ

う認識しているわけですけども、だからと言って３期目、４期目がどうだということでは

ないです。しかし、この町の総合計画を中心に数多くの事業を実施されてきた町民生活や

産業の向上に役立てることができたと私はそれぞれ考えております。強いて言うならば、

ここ２、３年のいろいろなまちづくり、またそれぞれの町民への考え方もあろうかと思い

ます。その一端の中で、市町村合併問題、ふるさと銀河線問題。これは国家財政危機の発

端からなる地方財政危機の町政に振りかけてと言ったらおかしいけど、限界を感じる困難

な行政課題もあったかと認識しております。それで深見町長も４期、１５年と４ヵ月です

か、３ヵ月ですか、の町政執行は誠心誠意担当し、各種事業にも概ね私の評価で言うと、

概ね以上にそれぞれの執行をされてきたとこのように評価をしております。 

また、財源問題など訓子府の将来のあるべき姿を求めるときに、今後の課題を念頭にお

きながらこれからのまちづくりに執行されるかされないか。この辺をお伺いをし町長の心

のうちを率直に皆様の前で答弁をいただきたい。このように思いますので、お願いいたし

ます。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 次期町政の執行の意志について、ご質問をいただきました。 

平成３年の就任以来、１５年間町長として大過なく職務に従事できましたのも、議員の

皆様はじめ町民の皆様のご理解と日頃の町職員の献身的な努力があったればこそと、改め

まして深く皆様に感謝申し上げる次第でございます。 

近年、行財政を取り巻く環境が厳しさを増す中、市町村合併問題も先頃北海道が示した

合併構想により新たな局面を迎えるなど、ふるさとの将来をどのように描くかという大き

な課題に直面しています。 

一方、私が力を注いできた社会資本の整備は、産業面や生活面において一定のレベルに

到達でき、例え将来において、町の形態が変わることがあっても十分に対応できると信じ

ております。このような大事な時期にあって、議員の皆様をはじめ多くの方々に次期の町

政執行についてご心配をおかけし大変恐縮に存じておりますが、私は今期を持ちまして、

訓子府町長を辞する決心をいたしました。「自分は最高ではない」という機会あるごとにお

話をさせていただきましたが、次期の町政につきましては、町民の皆様がふるさと愛する

気鋭の指導者を新たに選出され、その方を中心としてまちづくりにまい進されることを祈

念いたしております。 

以上、次期町政の執行について所信を述べさせていただきましたので、議員の皆様、町

民の皆様のご理解をお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） 言う言葉がなくなってしまったんだよね。 

 私の質問は、これで終わります。 

○議長（柴田喜八君） 安藤義昭君の質問が終わりました。 
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 次は９番、上原豊茂君の発言を許します。 

 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 通告に従いまして、私の一般質問を２点ほど行いたいと思います。 

 私の不摂生で少し声が聞きづらいと思いますけども、ご容赦願いたいと思います。 

 それでは、教育行政過大への取り組み・他ということで、平成１８年度教育行政執行方

針において、学校教育・社会教育に係る課題が明示され、これらの取り組みが提案された

ところです。 

 その課題は、多岐に亘るとともに、次世代の人間形成、また町民一人ひとりの生きる喜

び・心の豊かさの基になるものと認識しているところです。 

 教育基本法改正を含め、子供たちが犠牲となる事件・事故の多発など、子供たちの育ち

の環境が大きく揺れ動いていることが、次世代の健やかな成長に影を落とすことを危惧し

ています。 

 多くの課題取り組みへの理解・協力をより強固なものにする意味から、今回は次世代に

かかる数点について教育長の所見を伺いたいと思います。 

 １点目は、教育行政執行方針の中で謳われております家庭における教育力低下のことで

ありますけれども、その原因、そしてその対策はどう考えているのか伺いたいと思います。 

 ２点目は、当町における人間関係の希薄化の実情と子供の成長への影響及びその対策。 

 また３点目は、学校教育と社会教育連携の実践成果と今後の方向性についてであります。 

 また４点目は、子育てにおける幼児教育の位置づけと、幼稚園２年生による効果と課題

について。 

 ５点目は、訓子府高校存続支援の成果と今後の見通しについて、伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいま「教育行政課題への取り組み」などにつきまして、５

点にわたってお尋ねのありましたことにつきましてお答えをさせていただきます。 

 １点目のお尋ねでございますが、近年、育児不安の増大、児童虐待の急増などが大きな

社会問題となっております。 

 この背景として考えられることは、子供への接し方や教育の仕方がわからない親の増加、

しつけや子育てに自信のない親の増加、過保護や過干渉、それから無責任な放任など、家

庭の教育力の低下があるのではないかと指摘されております。 

 また、家庭の教育力の低下は、個々の親だけの問題ではなく、都市化や少子化、核家族

化、地域とのつながりが少なくなってきたことなど、子育てを支える仕組みや環境が崩れ

ていることや子育ての時間を十分に取ることが難しい雇用環境などにも目を向ける必要が

あるものと考えております。 

 家庭教育は、親やこれに準ずる人が子供に対して行う教育のことで、すべての教育の出

発点であり、家庭は常に子供の「心のよりどころ」でなければならないもと考えておりま

す。 

 乳幼児期から親子の愛情による絆で結ばれた家族とのふれあいを通じて、子供が基本的

な生活習慣、生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、思いやりや善悪の判断、自立心

や自制心、社会的マナーなどを身につける上で重要な役割を担っているものと考えており

ます。 
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 子育ては、将来を支える人材を育てる大切な営みであり、社会全体で子育てを応援し、

支えていくことが強く求められております。 

 このようなことから、関係課・機関等との連携、私的なサークル活動への支援などを図

りながら子育てを応援するための学習機会の提供や情報の提供、地域の子育て支援ネット

ワークづくり、幼稚園・保育園などのネットワークづくり、相談体制の整備など、子育て

における家庭教育を支援する基盤づくりを企業や地域との連携を深めながら、一体となっ

て対応していくことが大切なことであると考えておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 次に、２点目のお尋ねでありますが、このことについて本町における独自の実情把握な

どはしておりませんが、全国的な意識調査の結果・分析等によりますと、少子高齢化、核

家族化、小家族化の進行や情報化の進展など、社会の急激な変化によって、子供たちの生

活体験などが減少し、その結果、社会性未発達、コミュニケーション不足による人間関係

の希薄化などの課題が見受けられ、このことは本町においても同じ傾向にあると考えてい

るものでございます。 

また、規範意識の低下や倫理感の希薄化などの傾向も見受けられ、全国的な傾向として、

いじめなどの問題行動についてはやや減少傾向にあるものの、青少年の犯罪については凶

悪犯罪が続発しているなど、大変憂慮すべき事態となっているところであります。 

このようなことから家庭教育の支援などとともに、地域の大人の協力を得て、子供たち

が文化やスポーツ、学習に取り組むことができるような子供の居場所づくりを通して、地

域の教育力の再生を図ることが大切であり、さらに豊かな心を育む教育・道徳教育の推進

や地域子ども会などへの支援・交流、これらと並行させながら自然体験活動や社会体験活

動、文化芸術体験活動などの充実にも努め、また、社会の一員としての自覚を深め、学習

や生活の基盤づくりを進めるために、コミュニケーションの機会の充実などにより一層深

めていくことが大切なことであると考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じま

す。 

次に、３点目のお尋ねでありますが、現在、子供たちに関連するものは社会教育・社会

体育とともに数多く事業を展開していますが、その中で特に学校教育との直接的な関連を

持つ事業の主なものといたしましては、芸術文化指導者派遣事業、歴史館を利用した郷土

学習、居武士小学校と道立訓子府高校の移動図書館の開設、地域子供指導者派遣事業、校

外生活指導、幼小中高のあいさつ運動、それから生涯学習情報誌「まなベル」での学校記

事掲載など、それぞれの分野において、学校で必要とする授業に地域も含めた教育資源の

活用を図っているところでございます。これらの事業の活用により、教員に対しては指導

力や指導方法などで刺激を与えるとともに、子供たちにとっては技術力の向上などに役立

っており、地域からも高い評価を受けているところでございます。従いまして、今後にお

きましても地域の様々な教育資源や教育力を学校活動に活かすことができるよう、また、

学校教育や教員の専門性が地域に少しでも活かせるよう、さらに充実してまいりたいと考

えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。 

次に、４点目のお尋ねでありますが、はじめに子育てにおける幼児教育の位置づけであ

りますが、幼児教育は幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な次期に豊かな心情

と思考力、健全な心身の発達や社会の変化に主体的に対応する能力の育成など、「生きる力」
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を育む基礎を培う重要な役割を担っていると考えております。特に近年、少子化・核家族

化などにより幼児や保護者を取り巻く環境が大きく変化していることからも、ますますそ

の重要性は高まっているものと考えております。 

次に、「幼稚園２年制による効果」でありますが、昭和５３年の開設当初は５歳児のみで

運営をしておりましたが、少子化等に対応した就学前教育の環境整備と幼稚園教育の充実

や保護者からの強い要望、さらには国の動向等も踏まえながら、平成１３年度から入園年

齢を現在の４歳児まで引き下げし２年保育としたところであり、ことによって２年間を見

通した意図的・計画的な教育課程の編成や異年齢交流による自覚や思いやりの芽生え、生

活体験や社会体験などを通しての基本的な生活習慣の定着など、就学前までの幼児期にふ

さわしい教育を施し、小学校以降の生活や学習の基礎育てるなどに大きな効果があるもの

と考えているところでございます。 

次に、「課題」についてでありますが、子供を取り巻く環境が大きく変化している中で、

子育てに不安や悩みを持っている保護者への支援や保護者同士が交流できるネットワーク

づくり、また社会の変化に柔軟に対応できる教諭の資質の資質能力の向上などの面、さら

には保護者の意向把握等を踏まえた中で、国が目指している３歳児からの就園による３年

保育の検討と、これに伴う保育園の再編整備なども含めた施設の整備等が考えられますが、

いずれにしましても、将来的な視野の中で就学前教育や子育て支援のあり方などについて、

総合的に検討していくなどの対応も今後の課題かと考えているところでございます。 

次に、５点目のお尋ねでありますが、訓子府高校への支援につきましては、昨年９月に

議員の皆様のご理解をいただき、平成１８年度の予算化についての事前了承を得て、訓子

府高校では近隣中学校訪問や学校案内等の配付、学校説明会の開催など積極的に生徒の確

保に努めてきたところであります。その成果につきましての評価は非常に難しいところで

ありますが、網走中学区における平成１８年３月卒業の中学生は、前年度より８１人の減、

本町においても１０人の減となっている状況下にあったこと。さらに「ふるさと銀河線」

の廃止問題、近隣町における支援策内容の充実。また、支援策の実施が初年度であり、地

元も含め近隣市町中学校への浸透が十分でなかったなどの中で、入学者だけで見ますと平

成１７年度４８名（うち町内２２名・町外２６名）に対しまして、平成１８年度は５２名

（うち町内２０名・町外３２名）と４名（町外者は６名）の増であり、一定の支援策の成

果があったものと考えているところでございます。 

いずれにしましても、在校生含む今年入学された生徒がこの支援策に大いに理解し、利

用しながら「訓子府高校に入学して本当に良かった」と思えるような、学校の体制づくり

等と併せ、充実した高校生活を過ごしてもらうことが、最終的にこの支援の成果・評価と

して表れてくるものと考えているところでございます。 

最後に「今後の見通し」でありますが、先の行政報告でも説明させていただきましたが、

道教委は本年度中に新たな「高校教育に関する指針」を策定することにしており、今後の

高校教育の見通しは不確定要素も含んでいますが、非常に厳しい状況下にあります。 

このようなことから、学校では「蘇れ訓高 ふるさと訓子府に！」を経営戦略に進路指

導強化対策など、特色ある学校づくりや生徒・保護者・地域から信頼される学校を目指し

ているところであります。また、生徒確保に向けた早い機会における学校訪問や学校案内

等の配付なども予定されており、その前提としての支援策の継続要望等もございますので、
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道教委における指針の動向等を見極めながら、議員の皆様とできるだけ早い機会に今後の

支援策に係る対応等について、ご協議させていただきたいと考えておりますのでご理解賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） ここで１０分間休憩をし、午後８時１０分から再開いたします。 

 

休憩 午後 ７時５８分 

再開 午後 ８時１０分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 非常に真丁なご答弁をいただきました。 

まさに中央教育審議会の報告どおりでありまして、完璧だというふうに感じたところで

あります。 

それはさておきまして、教育審議会の方向が熟知されているというのは良くわかりまし

たけれども、それであればそれをどう活かすかと。訓子府の教育行政の中でどう活かして

いくのかというのが鍵になるろうかというふうに思うわけであります。そこでまずは家庭

教育における教育力の低下という問題を執行方針の中で謳っているわけですけれども、私

はこの点について、いかに保護者の皆さん、大人の社会に、この状況を伝えるかというこ

とが大事だろうと。そこからスタートしなければ、この教育行政の果実は見込めないだろ

うというふうに思うところであります。そこでこれらの問題について、例えば家庭におけ

る教育力の低下、縷々ご回答いただきましたけれども、こういう状況にあるということを

父母の皆様方に、保護者の皆様方にどのように伝えているのか。今までどういう経過で、

どういうふうに伝えてきたのか、これからどうしようとするのか、その辺についてお聞か

せをいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいま、いかにこの保護者と言いますか、町民の皆さんにこ

ういうようなこと知らせるのかというふうなことでございますが、学校教育、各学校にお

きましては開かれた学校づくりというふうなことで、各小中学校では「学校だより」とい

うふうなものを出して、毎月定期的に出しておりまして、これにつきましては非常に学校

の様子、そんな内容につきまして保護者に出していると。そして、昨年度までは年３回全

戸配付というふうなことで今させていただいているわけですが、今年度から、今後、つい

この間、校長教頭会議を合同の会議を開催しまして、その中でより開かれた学校づくりを

していこうというふうなことで、年６回全戸配付をさせていただいて、学校の動き、また

子供たちの動きを町民の皆さんにお知らせをさせていただくというふうなことで今考えて

おります。 

また、先ほども申し上げましたように、生涯学習情報誌である「まなベル」で少しでも

多くの対応を、子供の実態等につきまして、少しでも紹介していこうというふうなことで

考えておりますが、より一層、今後につきましては例えばシリーズで、これにつきまして

は今後広報サイドとも協議をさせていただかなければなりませんが、そういうことも広報

でシリーズ的なこの子供に関連する情報を町民の皆さんに広くご理解をいただく意味も含



 - 61 - 

めて、そんな対応もしていきたいなというふうに考えておりますのでご理解を賜りたいと

思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 時間が制限ありますので、簡潔にお願いしたいと思いますけれど

も、私が今聞きたかったのは、要するに家庭における教育力の低下とその原因は何ですか。

要するに親に原因があるのですよ、地域にあるのですよ、そのことをストレートに親に伝

える、保護者に伝える、大人に伝えると、そういう作業を必要でないのですか、そのため

の施策があるのですかということを聞いたわけです。確かに、各教育機関で年３回、６回

と、いろいろと広報誌を出していると。でも、一般的に言わせてもらえれば、そういう広

報誌はあたらず触らずと、学校批判、教育関係者批判にならないような文面、内容になっ

ているということが多いのではないかというふうに推測するわけですけれども、そういう

形でなくてして、これは大人たちが気が付かなければ子供たちはいつまでたってもその域

を達することができないわけです。そういう意味で、より効果的な対策をとっていくべき

でないのかというふうに思いますし、例えばこれはもう一連の問題ですから人間関係希薄

化の問題にしても、実情の掌握をしてないというような回答がありましたけれども、まず、

そこで落第点につながるのではないかと。それらがなぜ、そういう状況が起きているのか、

それに対してどういう対策をとるべきなのか、その辺についてしっかりと検討していく、

研究していくということが大事でなかろうかと思いますし、ぜひ、そういう部分での対策

を明確に我々にまた保護者の皆さんに伝えていくという作業に入っていただきたいという

ふうに思いますけれども、その辺についての考えはいかがでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 今、申されたことの必要性というものは十分認識しております

ので、その点つきましてはちょっと内部でいろいろと前向きに検討させていただきたいと

いうふうに考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） ぜひ、そういう部分では具体的な施策を打ち出してほしいと思い

ますし、より早く行動を起こしてほしいと思います。 

それと教育力低下ですとか、人間関係の希薄化、それらが子供が成長していく段階で非

常に大きな問題になっているということは、先ほどの答弁の中で十分に理解したつもりで

すし、そういう意味では先ほども申し上げましたように、十分な手を打てるのではないか

というふうに期待するところですけれども、これらの問題と学力の二極化ということが報

道されておりますし、様々なところでもちろん先ほども言いました中央教育審議会の中で

も謳われております。この原因は何かという文について、ある調査においては義務教育ネ

ット調査という部分で出している文。これは道新の５月２９日の記事ですけれども、所得

格差がこれに影響しているということが書かれておりました。所得格差が影響していると

いうことは、子供の努力でいかんともし難い部分があると。要するに子供に目標が持てな

くなってしまっていると。子供に対して十分な親としての、保護者としての目を向けられ

ない、対応できないという問題につながっているだろうと思います。 

まずは、大人社会の安定した生活また時間の余裕、心の余裕というものが必要だという

ふうに私は感じているところですけれども、この辺について例えばもちろん所得格差です
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から、いかに底辺を上げていくかということになろうかと思いますけども、そういうこと

に対する見解はいかがなものでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいま学力の低下の、要するに学力が二極化しているという

ふうなご指摘でございますが、これにつきましては訓子府町でいかにどのような状況にな

っているかという実態把握等はしておりませんが、新聞報道等でよく言われているところ

でございます。そういうようなことで、私どもとしましてはできるだけそのようにならな

い基礎基本の定着というふうなことに眼点をおきまして、先の議会でも小林議員からもご

指摘をいただいた面もございますので、その点につきまして今どのような対応できるかと、

きめ細かな教育の推進という意味で、どのような対応ができるのか、またそのための問題

点はどんなものがあるのかというふうなことにつきまして、教頭会等に今いろいろと我々

と一緒になって勉強していこうということで、今考えているところでございますので、そ

ういう意味で私どもとしましては、その二極化と言いますか、そういうようなことが生じ

ない、前段の要するに基礎基本の定着というようなことで着目をしまして、そんな対応を

今後検討していきたいなというふうに考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） これはある文面の中で記されていることですけれども、この二極

化に対する対策、先ほど私が申し上げましたけれども、要するに子供が目標を持てない夢

を持てないということで学習意欲がそがれているのではないかと。これは幼児教育分野で

なくて、もう少し上の学年のことになりますけれども、これらに対しての対策として、何

のために勉強するのか、学習の動機づけが大切だと書かれておりました。要するに、生徒

自身が何のために勉強するのか、その回答を自らが見つけなければこの問題は解決しない

というふうに書かれております。ぜひ、そういう点ではストレートに、親たちも含めて、

学校も含めて、こういう問題対策についての協議をする場所を持っていただきたいと思い

ますけれども、そういう働きかけを教育委員会として行うという考え方はお持ちでしょう

か。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 私は教育は子どもたち一人ひとりの人格形成を目的とするもの

でありまして、子供たちが自らの可能性を開花させて幸せな人生が実現する根幹となるも

のであるというふうに考えております。そういう意味では、要するにたくましい子供を育

成できればというふうなことで考えているところでございます。たくましい子供とは、確

かな学力と豊かな人間性、それから健やかな体を身に付けた子供、すなわち生きる力を身

に付けた子供たちを育成していきたいなというふうな、そういう基本的な考え方を持ちま

して、今後も今ご指摘のあったようなことも、今後いろいろと検討させていただきたいな

と思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 検討するということですけれども、私たち大人は次世代を担う子

供たちの責任というものを負わされているというふうに認識するところです。そういう意

味では、検討するというような猶予は許されないのではないかと。まさに、猪突猛進。こ

の問題解決のために前進するのみと。これは我々が行わなければならない責務だろうとい
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うふうに思いますので、ぜひ、時間に余裕を持たないで対応していただくということを考

えていただきたいというふうに思います。 

また、こういう子育ての問題等については、大人社会がどう関わるのかということが、

先ほど申し上げましたように、大きな影響を与えるというふうに認識しているところで、

先ほど３点目に、学校教育と社会教育の連携の実践成果と今後の方向性ということについ

てお伺いをしたところですけれども、私は教育長が言われたようにいろんなところで教育

力、要するに地域の教育資源と言いますか、そういうのを活用していくということですか

ら、それを実践していくことによってより心豊かな子どもたちが成長するだろうというふ

うに期待するところですけれども、例えば子供との関わり方がなかなかわからないとか、

いろんな問題があるというふうに指摘をされました。この社会教育の分野で、例えば具体

的には「竹の子クラブ」だとか「みつばちクラブ」でしたか、それらも含めて大人社会と

の関わりを持たせたり、いろんな形で自然とのふれあいをさせたりということをやってい

ます。私はこの件については、非常に高く評価しているところでありますけれども、ぜひ、

こういう関わり方を多くするということが、例えば子供の基本的な部分を持たせるだとか、

育てると。そういう意味では、我々のできる一つかなと。大人社会として子供たちにして

あげれる身近なことでないかというふうに思いますので、ぜひ、こういう事業についての

拡大をしていっていただきたいと思いますし、どう見てもそれらについてはたくさんの金

がかかるということもありませんので、金をかけないで効果的な事業をやっていくという

のが、まさにここで問われているこれからの教育の事業推進でないかというふうに思いま

すけども、この辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） これからの学校教育と社会教育のあり方でございますが、これ

につきましては、それぞれの役割分担を前提とした上でそこから一歩進んで、今上原議員

がご指摘あったように、大人社会また学校との社会教育との連携融合により力を注いでい

かなければならないものと考えているところでございます。そんなことを基本にしながら、

今後も子供の居場所づくりと言いますか、そこにいかに大人が関わってくるかと。地域の

教育力を傾注して、そこで対応していくかというふうなことにつきましては、積極的に今

後も目を向けてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） あまり時間がないので次に移りますけれども、次の４の子育てに

おける幼児教育の位置づけと幼稚園２年制による効果と課題についてでありますけれども、

さらに３歳児からの３年制にしたいということを回答いただきました。そこで一つ私が確

認をしたいことは、幼稚園と保育所の内容にどれほどの違いがあるのか、そこの確認を一

つしたい。 

それともう一つ、それと関連して保育所、幼稚園の父母の負担の違いはどの程度あるの

か、もし内容に違いがなくて負担が大きいとすれば、それは行政の方向違いだろうという

ふうに感じますので、その辺についてお聞かせをいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 保育料の負担につきましては、後ほど課長のほうから答弁をさ
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せますが、幼稚園につきましては、学校教育の最初の段階の教育施設としてとらえなけれ

ばいけないのかなと思っております。先ほども申し上げましたように、幼児期にふさわし

い教育を行うところというふうなことで理解をしているところでございまして、小学校教

育の先取りをするというものではなくて、就学前までの幼児期にふさわしい教育を行い、

小学校以降の生活や学習の基盤の育成を図っていくということが幼稚園教育の大きな役割

であるというふうなことで認識をしているところでございます。 

また、保育園につきましては、保育に欠ける乳幼児を施設で預かると。そして、家庭や

保護者に変わって養護と教育が一体となった保育をしていくというふうなことでの位置づ

けをしているところでございます。いずれにしてもましても、就学前の子供たち、大切な

子供たちをいかに良好な環境の中で育てていくかというふうな基本的な考え方を我々はそ

こら辺を原点にしまして、今後もいろいろ前向きに考えていきたいなというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 幼稚園と保育所の保育料のお尋ねでございますけども、基本

的に幼稚園の場合は朝８時から午後１時までということでございまして、その保育料につ

いては８，６４０円だったと思いますけども、この金額と。 

それから保育所については、朝８時から午後４時半までということで１日になります。

そういったことで、保育料もそれぞれ所得に応じて計算をされるということになってござ

います。ですから、高い方では２万５、６，０００円の方もおられるということになりま

す。 

幼稚園の場合は預かり保育もございますので、それはまた所得に応じていただくという

ことになりますので、ちょっと実際上所得が同じ人で比較したことがちょっとございませ

んので今ご回答できませんけども、今言ったことで算定をしているということでございま

す。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 今の料金の関係で、もう一つ整理をしておかなければならないだ

ろうと思うのは、これは私たちがと言いますか、保護者が払う部分についての比較であり

ます。例えば、幼稚園・保育所に対する助成金というのはあるでしょうから、それらが例

えば町で運営していく中でどういう違いがあるのかとか、その辺についても十分な検討が

必要でないかというふうに思います。 

それと、私は基本的に幼稚園は３年制にする必要はないだろうと思います。保育園だか

らできること、保育園だからやっていいことと言いますか、認められる状況とかというの

がありまして、カリキュラムに乗って進むのでなくして、自由にいろんな状況に対応でき

るという利便性があるのではないかと思うわけです。そういう意味では、今の子供たちに

欠落した自然との関わりですとか、人の関わりですとか、いろんな部分に対して対応がで

きるということも考えられるのではないかなというふうに思います。そういう点では十分

に研究検討をして、この３年制に向けての議論を尽くしてほしいというふうに思います。

突如として、行政が「こういうふうになりました」というのでなくして、十分な検討、必

要というふうに考えるところであります。 
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また、この関係の関わりで昭和５３年から幼稚園を訓子府の町として運営してきていま

す。そういう中で、もう久しく年を重ねたわけですけれども、人事の関係を見ますと管理

職に２名の職員が上がっております。当初から、この幼稚園運営に関わってきたと言いま

すか、自ら教育の現場に立ってきたという指導員・指導者と言いますか、先生もいるわけ

ですから、もうそろそろ自前の園長が実現してもいいのではないかというふうに思います。

それにふさわしいかどうかというのは、私をわかりませんけれども、そのくらいの気迫を

持った幼稚園の教員としての意識を思ってほしいというふうなことも含めて、そういうこ

とを考えてはどうかなというふうに思いますけど、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） 先ほど、上原議員から幼稚園の３年制につきましての「私は反

対だ」というふうなご意見をいただきましたが、これにつきましてはやはり今の諸情勢等

を考えて、親の意向等も十分踏まえた中で検討をしてまいりたいものというふうに考えて

おりますので、その点につきましてはご理解をいただきたいと思います。 

また、幼稚園それから保育園の管理体制についてでございますが、これにつきましても

一応ご意見として伺っておきます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） いずれにしましても、先ほども申し上げましたように、子どもの

育ちに関しては、今第一線を仕切る我々大人たちの責務だということを十分に念頭に置い

て、教育行政の執行にあたっていただきたいと思います。 

また、最後の訓高の存続・支援の関係も、この支援をしてもらって当たり前だというふ

うに子供たち・父兄が思っているとすれば、これは大間違いでないかなと。教育に対する

姿勢が問われると、資質向上しなければならない。その部分が全く逆の方向に行くという

ふうなことも懸念されますので、ぜひ支援していただいているという思いを持っていただ

けるような、そんな高校との関わりを持っていただきたいというふうに思います。 

それでは時間がないので、次の質問に入らせていただきます。２点目の更なる行財政改

革の遂行と弱者対策についてであります。 

 国政方針として、地方交付税の減を始めとした地方切り捨て的政策を出す一方、国際機

関への多額の拠出・大量の国際援助、更には米軍に係る莫大な支出に加え、中央の無駄使

い、これを見るとき国政に対して大きな失望を感じるところです。 

 先般行われた財務省の懇話会において、日本の国の破綻は考えられない。北見の所長が

申しておりました。その言葉を聞いて多少安堵したところですけれども、しかし、地方の

財政難は、目線をそらすような小手先政策では解決できるほど容易なものではない。当町

もまた厳しさは同様といえますが、町民こぞって「まちづくり」に参加することで、心豊

かな町づくりが実現し、町長の言われている「いきいき、はつらつ、心のかよう町」に一

歩近づけるものと考えます。 

 国の所得税の増税・消費税増額計画・福祉に係る制度改正は、また私たちに多大な負担

増を強いるものです。当然、低所得者を始め弱者にとって生活が困難となりかねない状況

にあります。地方自治法の定める「住民の福祉の増進を図る」を念頭に、町民の生活を担

保する施策を実施しながら、町民の理解の下、歳出節減に努めなければならないとの観点

から下記の点について町長の所見を伺いたい。 
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 本年度予算執行に当たり、更なる節減努力を行うとしたが、そのポイントについて伺い

たい。 

 ２点目は、行財政改革の１つとして、機構改革の実施、課の集約にも係わらず管理職の

減につながっていないが改革の目指したところを伺いたい。 

 ３点目、弱者対策についての考えと住民サービスの位置づけについて伺いたい。 

 以上であります。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま予算執行に係わる行政改革の実施について、３点のお尋

ねをいただきましたのでお答えします。 

まず、１点目の「更なる節減努力のポイント」についてでありますが、３月にいただい

た一般質問の中でもお答えしたとおり、大きな削減効果のあるものについては一定程度手

をつけてきましたので、節減の手法としては小さなことの積み上げが基本になるといえま

す。 

本年度において、公園管理等で行ったような日常業務の再点検による見直しがどれだけ

見出されるかが経費節減の大きなポイントであるといえます。 

次に、２点目の「機構改革と管理職の配置状況」についてお答えいたします。 

平成１５年度以降、管理職員を中心とした定年退職者や自己都合退職者が増えましたが、

機構改革による課・室の統廃合をはじめ、事務事業の見直しや職員採用を専門職に限定す

るなどの行政改革に努めてきました。 

一方で多くの課に課長補佐を配置してまいりましたが、その目的は「業務的、人員的に

拡大した課の組織力を柔軟に発揮できる体制を整備し、行政サービスの維持向上を図る」

ことでございます。 

また、少ない職員で、経済的で効率的な行政運営をするためには、「職員の責任感と勤労

意欲を高め、管理職の人材を育成する」観点も重要であると認識しておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

次に、３点目の「消費税等が引き上げられた場合における弱者対策とサービスの位置づ

け」についてお答えいたします。 

消費税等の引き上げにつきましては、仮定の話がありますので、直接的なご回答は控え

させていただきたいと思いますが、消費税が引き上げられた場合には、議員のご指摘のと

おり低所得者層への影響は避けられないものと思います。 

ご質問のあったことにつきましては、今後の推移を見ながら、また、国や道の施策がど

のようになっていくか十分見極めた上で検討すべきものと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 確かに、町長が予算審議の中でも申しておりましたように、大き

な節減の可能なところは節減してきたというのは私も認めたところでありますし、更なる

節減ということをもって、私も予算提案に対して賛成をしたところであります。 

しかし、町民から見ると、更なる自分たちに関わると言いますか、町民に負担を強いる

部分が大きく見えると。なのに、行政側は一向に変わらないじゃないかと。こういう意見

を時々耳にするわけであります。そういう中で考えていきますと、私は今町長が小さな積



 - 67 - 

み上げの中で節減努力をしていくと、日常の業務の見直しをするのだと、説明・回答をい

ただきました。ぜひ、私はこういう小さなことの積み上げの中で、町民から理解を得れる

ようなアピールをしていかなければならないと思いますし、さらには何が問題なのか、何

が節減の対象にできるのか、十分に職員間での議論も必要かと思います。ここに並んでい

る管理職だけの対応では限界があろうかと思います。一致団結した職員の姿勢こそが、更

なる節減へのつながりだというふうに私は思いますし、そういう対策を取っていただきた

いというふうに思います。 

ただし、一つ言えるのは節減ということで数字を合わせのために、最後に申し上げまし

たような弱者に対するいろんな支援策ですとか、等々についての削減をしていくというこ

とはこの中で申し上げましたように、自治法に反するということもありますので、その辺

の節度をわきまえながら町民の理解のいただける範囲での努力をしていくということが、

これから問われるのではないかと思いますけれども、先ほど申し上げました職員間での協

議をしてということについては、いかがお考えでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま経費節減の関係で、ご質問をいただきした。 

３月の議会の質問でもご答弁を申し上げましたけれども、平成１８年度に入ってから、

特にこれからの町政を担っていく係長あるいは課長補佐を中心とした数名でのプロジェク

トを組みまして、平成１９年度の予算に向けて今後どのような経費節減ができるか、知恵

を絞っていただきたいということで、もうすでに数回の会合をもってございます。 

上原議員もおっしゃられるとおり本町の行政の内容といたしまして、ハード的な部分に

ついてはかなり進んでおります。今後やはり経費節減を図っていくためには、ランニング

コストをいかに縮小するかということが、今大事な問題であろうかというふうに思ってご

ざいまして、その点も含めて今それぞれが知恵を絞ってございますので、その内容がある

程度出てきた時点で、また議員の皆様にいろいろとご協議を申し上げたいと、そのように

考えてございますのでご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） いろんな問題があろうかと思いますけれども、前段で協議された

アスベストの関係等も含めて、よりコストダウンできるような形の対策を検討していくと

いう姿勢が職員全体の中で染み渡っていくということが大事かというふうに思います。 

次の機構改革の関係でありますけれども、これについても町民から見ますと、機構改革

し窓口を減らして集約すると、そういう中で管理職の数だけが増えていると。「これは何な

んだ」という指摘が多々ございます。そういう意味では、人事権は町長にあるわけですか

ら、町長自らその辺の説明責任として、町民に訴えていく必要があろうかというふうに思

います。 

その中で今回答いただいた中で、少ない職員で効率的なその行政運営をしていくという

意味合いから組織の再編が必要だと、また人事の配置も必要なのだというふうにおっしゃ

いました。その中で、責任感という言葉が出てまいりました。私は責任感という部分でい

くと、例えば町長であろうと助役であろうと課長職であろうと、つい最近採用になった職

員であろうと、同じでなければならないだろうと思うのです。どれだけの仕事ができるか

というのと、責任感というそれは別でしょう。そこの部分での認識は一様にきちっとした
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ものを持っていただかなければ、この状況の中での行財政運営というのは先が見えてこな

いだろうというふうに思います。そういう意味では、少なくても庁舎に入って仕事をして

いるときに、だらだらした、町民から見たら「あれは何だ」と。つい最近も指摘をされま

した。「あれは何なんだ」と、「町の職員か」という指摘も受けました。そういう場面もあ

ると。これは事実でありますから否定できないことでありますけれども、この辺について

は先ほど私が指摘しました責任感。要するに管理職だけが責任を持つのではなくて、個々

の職員、採用、新採用の職員も、町民に奉仕する立場にあるという認識をしっかり持って

いただくということが大切でないかというふうに思いますので、この辺についての教育を

徹底していくということが必要かと思いますけど、その辺についての見解をお聞かせいた

だきたい。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ご指摘のとおり、我々職員はそれなりに責任を持った仕事をし

ていると私は認識をしてございますが、ただ、管理職というのはやはりその課において管

理責任を持ってやるという任務でございまして、上原議員もすでにご案内のとおり、ここ

やはり団塊の世代というのは訓子府町の中にもございまして、毎年３名、４名の管理職が

退職をするというような、あるいは定年前の退職も間々出てまいりますけれども、そうい

うような状況下にありますので、課長補佐等廃止して、今後の行政運営にあたってマイナ

スにならないように、いろいろ配慮しながら人事行っておりますことをご理解賜りたいと

存じます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○９番（上原豊茂君） 時間は残すところ少なくなりましたけれども、最後の低所得者を

含めた弱者対策、住民サービスの位置づけの関係でありますけれども、前段と一連の問題

であります。要するに、先ほども申し上げましたように、住民サービスについてはこれか

らの住民サービスの方向性というものに対してきちっとした議論をし、方向づけしていか

なければ、より財政を切りつめるといったときにゆがみが出るだろうというふうに感じる

わけです。そういう意味では、この部分についてはきちっとした方向性を示す必要がある

だろうというふうに思います。 

それと消費税については、まだこれからのことなのでということでありました。しかし、

これは先般の財務省の懇話会の中でもはっきり言っておりましたけれども、確実に上げる

と言っているわけです。そういう中央の役人が明言しているわけでありますし、国会議員

等々もそういうことを言っているわけですから、当然そういう形が近々できあがるだろう

というふうに思います。その形ができてから対策をとるのでなくして、はっきり見える段

階で対処する方策を検討しておくということこそが、こういう状況の中で大切ないかとい

うふうに思うのですけれども、これらについての考えをお聞かせていただいて私の質問終

わりたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 上原議員のおっしゃることもよくわかります。そうした認識を持

ちながら、私どももしっかりがんばっていかなければならないと思います。同時に、また

ちょっと申し上げておきたいと思いますが、私は常々職員に申し上げていることは、「誰の

ための職員なんだ」と、「まずは自分自身のためにがんばれ」と、「自分自身のためにがん
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ばれないものが町民のためにがんばるなんてことにはならないぞ」ということもよく言っ

てきているわけですけれども、そうした姿勢でこれからも職員はこの時代時世というもの

しっかり見極めながら、町民の利益のためにがんばっていけるような環境をつくってまい

りたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原君の質問が終わりました。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（柴田喜八君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。 

明日は午前１０時からです。 

なお、傍聴者の皆さんに申し上げます。本日はナイター議会に足を運んでいただきまし

て、誠にありがとうございました。交通事故にはくれぐれも気を付けられまして、お帰り

ください。 

ありがとうございました。 

散会 午後 ８時５４分 


